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議事日程（第３号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 定例日の会議日程報告 

日程第 ３ 一般質問（ ４ 人 ） 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 定例日の会議日程報告 

日程第 ３ 一般質問（ ４ 人 ） 

 

 

午前１１時０４分 開 会 

 

●議会事務局長（大林 弘幸君）  起立願います。礼。着席ください。 

◎議長（徳永 正道君）  ただいまの出席議員は１４人です。定足数に達していますので、令和２年度あさぎ

り町議会第６回会議を開会いたします。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付の

とおりです。 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

◎議長（徳永 正道君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本定例日の会議録署名議員は会議規

則第１２４条の規定によって、１１番、小見田和行議員。１２番、溝口峰男議員を指名します。 

日程第２ 定例日の会議日程報告 

◎議長（徳永 正道君）  日程第２、定例日の会議日程報告を行います。本定例日の会議運営について議会運

営委員会が開催されておりますのでここで議会運営委員長の報告を求めます。小出議会運営委員長。 

◎議会運営委員長(小出 高明君)  おはようございます。議会運営委員会より報告いたします。去る９月１日

火曜日午前中、午前１０時より、議会議事堂第２研修室におきまして、議会運営委員会を開催しましたので、

その内容を報告いたします。今定例日の会議日程については、本日より９月１８日の金曜日までとすること

にいたしました。なお、お手元に配布のとおり、１８日には、予定された議案審議を終了し、第６回会議は

閉会の予定であります。会議に付する事件については、すべての議案を本会議において審議することと致し

ます。会議日程のなかで、本日から１１日までの３日間、１１日午前中は金婚夫婦表彰式が予定されている

ため、午後から一般質問を行うことと致します。今回は、１２名の議員の登壇が予定されていますので、簡

明で建設的な政策論争が展開されますよう、議員各位のご奮闘を期待いたします。なお、特に新型コロナウ

ィルス感染症対策及び７月豪雨災害に関連する質問による様々な課題におきましては、９月定例日終了後、

各常任委員会において、意見を取りまとめることとしておりますので、よろしくお願いします。翌週１４日

から議案審議に入りますが、条例・予算議案８件については、当日に採決まで行なう予定であります。また、

令和元年度決算認定８件の提案と監査委員の審査意見に対する質疑を行います。 １５日、１６日の２日間

で、認定８件の所管課ごとの質疑を行います。１５日は、税務課を除く総務建設経済常任委員会所管課分。

１６日は、厚生文教常任委員会所管課分と税務課分といたします。今回も、各課より説明補助職員として、

課長補佐以上の職員と障害認定審査会事務局長の出席を認めております。このため、詳細な質疑については、

極力この２日間で済ませていただくようお願いいたします。なお、１７日は休会とし、各委員会等の開催に
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充てたいと思います。 最終日の１８日は、認定８件の総括質疑、採決、発議案件等の審議・採決および報

告５件を行いますので、議事進行へのご協力を願います。また、今定例会も、新型コロナウィルス感染症対

策のため、出入り口における手指消毒、マスク着用の徹底と休憩時間における窓の開閉の協力をお願いしま

す。また、タブレットを使用しますので、操作につきましては、執行部、議員各位の責任においてスムーズ

に運営できますようご協力をお願いします。６月議運以降に事務局で受け付けた陳情等の取り扱いについて

は、配布した一覧表のとおりであります。なお、詳細については事務局において閲覧をお願いいたします。 

服装については、一般質問登壇者を含めて、クールビズといたします。その他、議会運営については、運営

の指針のとおりでありますので、議員及び執行部とも、簡潔で分かりやすい発言を心掛けていただく様お願

いいたします。それと、先ほど議会運営委員会を開催し、本日突然の機器の不具合により、後の時間を考慮

し、諸般の報告、又は行政、教育行政の報告を取り止め一般質問から行う事をご報告いたします。以上で、

議会運営委員会の報告を終わります。 

日程第３ 一般質問 

◎議長（徳永 正道君）  日程第３、一般質問を行います。順番に発言を許します。まず、１３番、森岡 勉 

議員の一般質問です。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  議長。 

◎議長（徳永 正道君）  １３番森岡勉議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  １３番、森岡でございます。ただいまより一般質問をさせていただきたいと

思いますので、皆様方、よろしくお願い申し上げます。本題の前に、今回の豪雨で亡くなられた方々の御冥

福をお祈りするとともに、被災されたすべての皆様方にお見舞いを申し上げたいと思います。そして国がで

すね、被災を受けられた方々の住民の皆様の１日も早いこう日常を取り戻すために、きめ細やかな対応をお

願い申し上げたいと思います。まず私の１点目の質問事項につきましては、通告のとおり、防災の人材の育

成についてであります。１００年に１度と言われる災いが球磨人吉地域を起こった７月豪雨で、球磨川が氾

濫し、県内で亡くなられた方は６５人で、球磨川流域で５０人となっております。犠牲になられた方々の８

割以上が溺死や溺死の疑いで半数が屋内で発見されたということでございます。急な増水で出られずに、豪

雨では、安全な場所に迅速に避難することが重要だということでございますが、その判断は非常に難しいと

思ったところでございます。国は昨年度、市町村の避難勧告や気象庁の警報注意報などの防災情報に住民が

とるべき行動を５段階の警戒レベルに分け、住民にわかりやすくしたいけれども、なかなか徹底ができなか

った感じがするところでございます。自治体の避難情報の避難勧告や指示のレベル４でもまだ雨は強くない

と油断し、そしてレベル５が出たときには、避難が困難だったというケースが見受けられたようでございま

す。情報を出す前に河川の氾濫が始まったというケースもございます。地震大国日本では、地震の備えは徹

底しており、学校や地域で避難訓練が行われ、揺れたら机の下に身を隠すとか、落下に備え屋外には急に飛

び出さない等の咄嗟の行動が身につけられています。また、防災拠点となる自治体の庁舎や、公民館の耐震

率は前年度末で９４％と聞いております。今回豪雨により避難所となる学校や拠点となる自治体の庁舎が水

没しております。このような状況下において、避難情報を出すタイミングの見きわめが非常に難しいと思う

ところでございます。まず情報の共有が１番と考えております。平成２３年度を思い出していただければ、

東日本大震災において多くの市町村の機能が大きく損害を受けております。そこで感じたのが、災害に強い

町とまず住民自らですね、こういった避難準備ができているかそれから地域を含め、防災リーダー、もしく

はそういったスペシャリストがいるとか、それから３番目といたしまして災害発生後の行政事務に滞りがな

いか、そういったところを感じます。かつて陸の孤島と言われたこの球磨地域でございますが、今は交通機

関の発達等により、繁栄をいたしております。想定を超える災害が発生し、機能を喪失した場合、行政の長
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として公助の手段として、人命をいかに守るか、迅速な指示が不可欠でございます。そして住民の皆様へリ

スクがあることを町の義務として伝えることが必要ではないかと思います。そこで今回の豪雨に関する防災

教育の徹底や専門知識を備えた自治体職員等の育成等が今後確保できるのか、またその強化に努める必要が

あると思いますので、そこのところの町長の考えをお願い申し上げたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議長。７月の豪雨では大変なたくさんの方が災害に遭われました。改めまして、災

害に遭われました方々にお見舞いに申し上げますとともに、亡くなられた方々に御冥福をお祈りしたいと思

います。ただいまそういう状況の中で、森岡議員のほうからいろいろとあさぎり町の防災の備えについて、

御質問がございましたので、お答えしたいと思います。あさぎり町は一応防災のための計画を立てまして、

それにのっとって訓練等を行っております。図上訓練、それから避難訓練あるいは連絡訓練等、毎年事業を

計画して行ってきております。そういう中で７月の４日、豪雨による災害が発生したわけでございます。あ

さぎり町は、球磨川中流域の人吉あるいは球磨村と比較しまして、面積的にもあるいは被災した住宅の数に

おいても少ないところがありましたが、被災された方は同様に、ほんとに心も体も大変な苦難を体験されて

おります。また、大変な財産あるいは思い出を失われているということにおいては、やはりあさぎり町で避

難された、被災された方々への物心両面での支援が必要ではあると考えて今その対応を行っているところで

す。そういう中で、８月危機管理監が就任していただきました。この方は地域防災マネージャー制度によっ

て、防災管理等による必要な知識、経験等を有するものを内閣府が証明したものでありまして、内閣府の実

施する防災スペシャリストの研修、それから防衛省の実施する防災危機管理教育を受講された方でございま

す。また本省課長補佐級の以上の職位を経験した方で、国または地方公共団体において、防災行政の実務経

験５年以上を担った経験があること、また災害派遣の任務を有する部隊または機関において２年以上の勤務

経験を有すること。このような資格を持った危機管理監に就任していただきました。これからは、町の防災

計画のもとで、この危機管理監の指揮のもとに、災害に対する備え、また発災後の人命救助、それから復旧

復興、こういうものの計画を立て、訓練を行っていくことになると思います。またこれまでも県が主催しま

す講演会を受講したり、あるいは災害地の職員への派遣、そういうことでいろんな経験もしておりますので、

それぞれに職員も成長してきていると思いますが、引き続きスペシャリストをつくっていくために、またす

べての職員が防災に対するいろんな専門的知識を習得するための研修、そういうものを、あるいは訓練、そ

ういうものを継続していきたいと考えております。それから最も大切なことは、公助、共助、自助、これを

それぞれが自覚することではないかと思います。自主防災組織連絡協議会も９月１日に立ち上がりました。

また片一方で、地域住民による要支援者をどのようにして声かけをして、早期の避難をしていただくか、そ

ういう訓練も常日ごろの地域活性化の活動の中で、そういうものも培っていきたいというふうに考えており

ます。そういうようなことで、発災しました時に、本部長としてどのようなタイミングで避難準備、避難勧

告、避難指示を出していくのか。そのためには、この危機管理監の指揮のもとで、まず情報を集めていきま

す。情報を集めた中で、本部長が判断していくことになっていくと思います。早期の判断を出すために、あ

らゆる情報を集め、そして早目早目のまた明るいうちの避難を進めていきたいというふうに考えております。

また発災後も、あさぎり町内での対応が困難である時には、警察消防、あるいは自衛隊の派遣も要請しなけ

ればならなくなると思います。そういうときの決断も、職員からの情報を集めて、スムーズに判断ができる

よう常日ごろより訓練を重ねていきたいと考えております。詳細につきましては、担当課長より説明をいた

しますのでよろしくお願いいたします。 

◎議長（徳永 正道君）  担当課長よりの説明は、森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  はい。町長の思いはですね、ちゃんと受けております。今日はですね、この
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７月の豪雨が１番直近でございますので、これで感じたことで、この自主防災組織のあり方とか人材のあり

方について執行部からお考えを聞きたいと思います。まず今回のですね豪雨であさぎり町内の浸水を受けた

面積、戸数、そういったデータとそれからハザードマップで大水害リスクか示してございますけれども、そ

のリスクの想定範囲であったのか、その説明についてちょっと総務課のほうからお願い申し上げます。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  令和２２年７月豪雨におきましての、まずは浸水面積でございます。８月の２

０日、熊本県が調査結果を公表しております。その公表の結果によりますと、あさぎり町で浸水した面積は

８５ヘクタールと示されております。ただし、現在もまだ精査中でございますので面積の動きはあろうかと

思いますが、現在公表してある浸水面積は８５ヘクタールとなっております。その中で、あさぎり町におけ

る浸水家屋の状況でございますが、これ住家納屋とすべて含めたところでございます。床上浸水５６棟、床

下浸水９７棟、計１５３棟となっております。また、ハザードマップ、防災マップにおける浸水想定区域と

の関係といいますか、整合性でございますが、これは国土交通省が示しております浸水想定区域が計画規模

と想定最大区域を二つ示してございます。今回の浸水区域につきましては、従来ありました計画規模には、

浸水想定区域として示された部分でございました。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  はい。実は私出身地区が深田地区でございますので、深田地区の浸水したと

ころのカ所をそのあとよぎった時にハザードマップで見たよりも、水が高いと、私が行ったところは１６０

センチございました。だけんが、そうしたところを考えますとこのハザードマップで今後見直す必要がある

んじゃないかと思いますけれども、そこのところはどうでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。先ほど浸水想定区域については２段階で公表されていると申し上げまし

た。あさぎり町が２７年度に作成した防災マップが現在の各世帯に配布しているものでございます。その時

点では、まず計画規模の浸水想定区域を図示したものでございます。その作成後に最大想定浸水区域が公表

され、それはマップに図示していないものでございます。ただ、各役場の公共施設であったり、またホーム

ページ等について新たな最大想定区域の示したものは周知はしておるつもりでございます。ということで、

今町が使っております防災マップと、現在国が示しているものの発表の時期等によりまして乖離が生じてお

ります。その見直しというものは行っていくと考えているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  今回の豪雨はですね、想定外であったという言葉は今使われませんけれども、

やっぱりそういったところの想定は必要ではなかったかということでございますので、今後のマップづくり

につきましてはですね、そういったところを検討いただければ、そこそこ地域住民にですね、周知徹底する

必要があるんじゃないかと思うわけでございます。そこで今回ですね、住民への避難情報の告知それから避

難所の運営ということで考えましたときに、住民の避難せよという認識を情報の浸透がですね、２０％ぐら

いじゃないかという、聞いてみますとですね、あんまりこうよくわからなかったということがございました

ので、そこのところは執行部としてはこの情報の流し方についてはお考えでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。避難情報につきましては、国が示しております警戒レベルによって町も

同様に発出発令しております。町民の方々がどのように理解されているというものは具体的には承知はして

いない状況でございますが、やはりそのリスクに応じて警戒レベルは定められておりますので、しっかりと

リスクに対応した警戒区分警戒情報を出していくべきと考えているところでございます。 
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◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  ただいま説明がありましたとおり、現在国の避難情報のレベルが５段階でこ

うなっておるわけでございますけれども、これについては一部のそういった関連の中では、もう少しこうシ

ンプルにしたがいいんじゃないか。例えば三つぐらいに分けて、もう次は避難だよというようなことも、せ

よという考えも聞いておりますので、今後の防災の運営の中ではそういった避難情報のレベルまでもですね、

御検討いただければと思っております。そこで今回深夜の情報を経てだったもんですからなかなか住民の皆

様が安心感というか、大丈夫だろうという意識が強かった感じがいたします。そういったところで今後です

ね、この情報を防災ラジオではどのような、停電がなかった場合ですよね。防災ラジオの活用はどういった

ことでなされるお考えですか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  防災ラジオにつきましては、気象の影響を受けない、こういう災害時には特に

効果を発揮する情報ツールという活用を行っております。今回もその段階に応じて避難情報を発表発令いた

しましたが、すべて防災ラジオを使って住民の方々にお知らせするというふうにしたところでございます。

今回も、最も有効有用なツールとして活用をしていくと考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  停電とかがですね、停電というか、防災無線のシステムが稼働した場合はで

すね、いいわけですけれども今回の台風の時に基地がやられる、またその間の線が断線されると。いった場

合はですね、ちょっと心配されます。そういったことを考えますと今の線の引き方をそういった風水害にも

負けないような処置をしていったがいいんじゃないかとちょっと感じたところでございますけれども、町長

はどうお考えでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。やっぱり電源がとまったときの対応というのがやはり１番肝心になってくる

と思いますが、私もまた防災ラジオもですね、一応受信機のほうには乾電池もついてますので、住宅のほう

で停電しても受診することができると思います。またほとんどが電波で出ておりますのでその辺はいいんで

すが、中継塔のとこまでの電線これがやっぱり山の中を走ってますので、風倒木によって電線が遮断された

ときの電源の確保、そういうもの、だから災害に強いやはり防災ラジオであると思いますので、今森岡議員

言われました件についてもう１回精査しまして防災ラジオの強靱化についても早い時期に対応していきたい

と考えます。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  はい。そういったところも今後のためにもですね、検討をしていただければ

と思います。それと今回の台風関連で避難所を開設していただいて、それぞれで受け入れをしていただきま

したけれども、ただ先ほど全協の中で説明がありましたとおり、２カ所追加して開所したというお話でござ

います。その場所もですけれども、この避難所をですね、学校関係で利用できないかと。私はその部屋の仕

切りがあるし、そういったことをトイレも設備されとるし、そういったことを考えますと、今少子化になっ

ていくわけで、教室が空きがあればですね、学校もその避難所の場所として考えることはできないか。どう

でしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。学校の校舎を利用できないかという御質問でございますが、現在町の指

定避難所として位置づけている施設につきましては、学校関係では、体育館、屋内運動場を指定避難所とし

て指定しております。過去他の自治体で大きな大規模災害があったときに教室等を避難所として利用したと
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いうケースはあると思います。町におきましても、今回の避難所につきましては特にコロナ感染症対策、ま

た熱中症対策、両面から場所の指定を事前から担当部署のほうで検討してまいりました。そのようなことか

ら、さらに分散するためには、校舎の利用というものは有効な手だてといいますか手段だとは考えておりま

すが、やはり学校教育の場としての学校サイドとの協議等も十分行っていく必要があります。強固な建物、

仕切りがある多数の部屋というものは避難所としてはやはり検討すべきものであるとは考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  そういったことでですね、特別なこういった特別警戒警報が出るような場合

におきましてはですね、やっぱしそういったその辺も必要ではないかと思いますのでよろしくお願い申し上

げたいと思います。本来のですねこの自主防災関連の防災に関する人員の育成の件でございますけれども、

今月に入りまして９月の３日のほうに自主防災組織の連絡会というのが開催されております。５６地区のそ

れぞれの自主防災の責任者といいますか、長といいますか、その方が出席なされまして、それぞれ防災に関

する勉強会がなされたわけでございますけれども、これにつきましてはコロナの関係で立ち遅れております

けれども、こういった方々をですね、結構、の中身を見ますと、自主防災の役員の中に５６のうちに２割ぐ

らいは、消防組合にお勤めだった職員の方々とか、消防団員のＯＢであった方々が１０名近く出席されてお

りました。そういった方をですね、やっぱりそこを行政公助だけに頼らずに、要するに自助に近い、もしく

は地域の共助に結びつける組織として人材を育成していくべきではないかと、この間つくづくそれを感じま

したので、そういったところでこの連絡協議会と組織の育成についてのお考えをお聞きしたいと思います。

町長からお願いします。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、９月１日の自主防災組織連絡協議会には森岡議員にもおいでいただいてあり

がとうございました。議員おっしゃるとおりですね、これから自主防災組織連絡協議会を中心にして、各自

治体自治区において、それぞれ自主防災組織の強化を図っていくことが肝心だと思います。一応町のほうか

らは区長さんとは別に自主防災組織の会長の選任をお願いしてますが、まだそのところがまだ徹底してない

ところもありますので、またそういうところもお願いしながら、また危機管理監によって研修あるいは訓練

等のメニューも作成していただいて、質の向上に努め、いざ発災したときの対応がスムーズにいくように、

研修訓練等を行っていきたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。自主防災組織の連絡会議というものを本年度から組織化といいますか設

置いたしました。コロナ感染症対策で若干、設置、組織化の時期がずれましたが、議員にからありましたと

おり、今月９月３日に全自主防災組織の代表者の方に御出席いただいて、初会といいますか、第１回の会議

を開かせていただきました。今町長からの答弁にもありましたとおり、まずは全区で自主防災組織の設置１

００％というものは早々に達成させていただきました、していただきました。ですが、やはり区長の方、区

のリーダーの方がその役割、組織の代表も担うという体制でございましたので、区長会や防災の講話等を通

じて自主防災組織の代表の方は議員からもありました、そういう経験のある方を選出してくださいというお

願いをしてまいりました。それがだんだんと浸透してまいりまして、先ほど議員おっしゃいましたとおり、

もう複数の区長とは異なる方がリーダーとして就任をいただいております。この連絡会のあり方というもの

が、やはり自主防災組織それぞれやはり活動はとっておられます。その活動を共有していただくことで、お

互いがその意識を高めていく。また町からの町と情報等を交わすことによって、最も町が期待を寄せる公助、

公助じゃなくて共助ですね。意識、またそういう活動に向けて取り組んでいただくというものが今回の連絡

会の趣旨でございます。危機管理監を中心に回数を重ねてまいりましてまた個別の組織のほうを訪問して、
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その連絡会の役割を高めていきたいと考えているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  この案件につきましてはですね、形だけの組織ではなくて、やっぱりこうほ

んとにこう実働する組織にしたいと思います。ちょうど５年前に東北の豪雨のときにですね、命を守る行動

計画の一環としてこうマイタイムラインということで、各戸に地震のときはどうする、台風の時はどうする、

そういったことで状況に応じた行動計画をつくられたそうです。結局それは誰がやるのかとなりますとやっ

ぱりそれぞれ地区の防災組織の役員の方々がやっぱし進んで取り組んでいただかないと、なかなかその徹底

しないと。今回の連絡協議会の中で、台風の時にはどこに行かれますか。地震の時にはどこに行かれますか

という調査をしてございます。なかなかこう小さな集落でもばらばらでございます。なかなか１カ所に集ま

ってするとか、１カ所に集まって避難所に行くとか、そういったことがなかなか統一できておりません。そ

こそこのところは公助ではできませんので、やっぱし自分たちで自助で取り組む必要があると思いますので、

今後ですね、連絡協議会では次回を計画するということでありますけれども、計画はどういったことで進め

られる予定でございましょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。この自主防災組織連絡会議の位置づけ、設置の目的は先ほどお答えさせ

ていただいたとおりでございます。やはりそれぞれの組織の連携、町との連携、それと関係する機関、消防

団とも密着していかなければならない。そういうものを醸成していきたいと考えております。それと今議員

からありました、マイタイムラインにつきましては、やはり町からの避難情報を受けることなく、それぞれ

の方がそれぞれのタイムラインによりまして避難を開始するというものでございます。それから、それはや

はりそれぞれの地域、またその方がお住まいの場所等で異なることもあります。また家族の構成等でも変わ

ることはありますので、そのようなどういう考え方、をしてマイタイムラインをつくり上げていくかという

ものは、今年度就任をしております危機管理監がそれぞれの自主防災組織を伺って、そこにその方が置かれ

ている環境とか、状況等を踏まえて、いろんな角度からの指導はできると考えております。そういうものを

つくり上げて自主防災組織連絡会の中でまた共有していく、そして深めていくという役割を期待していると

ころでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  今後ですね、災害対策を私たちの集落など含めたところでほかにそれに応援

していただく助け合い組織などですね、育成というか、そういった方にお願いしながら、今後地域での防災

力というのは非常に見直されるんじゃないかと思います。御存じのとおり天災はですね忘れたころにやって

くると申しますように、地球の温暖化による異常気象の影響で、近年頻発し、近年は忘れる暇もないほど発

生しております。自分の明日がですね、何が起こるかわからない時代でございます。地域集落家族、そして

自分の命を守る行動でですね、支え合って共に苦難を乗り越えるということを考えながら、人材の育成を執

行部と一緒になってやっていかなければならないと思いますので、そこの人材の育成についてはですね、も

う節に早急にお願い申し上げるところでございます。１点目はこれで終わりたいと思います。次に２点目で

す。２点目につきましては営農再開へ向けたところの支援対策についてということでございます。河川の氾

濫で水田が冠水し、ハウスも倒壊し農業機械も流されたというこのような状態ではもう再建整備は住民にし

ては大きな負担となっていると思います。農家の営農と生活、そして生活基盤もある中で大規模担い手の農

家ではなくて、高齢の農家、それから中小農家、そういった方が営農が継続できるような支援策を行ってい

かなければならないと思います。それで今回のですね、管内の農地や農業施設の被災状況についてお伺いし

たいと思います。 
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◎議長（徳永 正道君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。それでは、今回の７月豪雨に対してのですね、被災の状況という

ものを御報告させていただきます。まず作物関係ですね。常任委員会等でもですねお示しはしているところ

なんですけれども、まず作物の被害についてですね。水稲の被害、葉たばこの被害、それからキュウリ、そ

れから花卉、それから梨、栗、それから薬草ですね。それら合わせまして、把握しております面積につきま

しては、８５.６ヘクタール、被害額にしまして１億８,０００万程度。それから、農作業のですね機械関係

等の被害額に関しましては、ＡＰ１とかですね、それからハウスとかですね、それから飼料関係を含めまし

て、４,２００万円程度です。それからその他ですね、農地とか農業施設、山林の被害としまして、２６４

カ所の２億８,０００万程度で合計の５億円程度の被害を今現在把握しているところでございます。以上で

す。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  そうですね大変農家につきましては甚大な被害で、今後の再開に向けたとこ

ろのですね、取り組みも大変だろうと思うし、まだ今から収穫する物件もございますので、この金額が確定

じゃございませんけれども、まだまだこうそういった被害が出てくるんじゃないかと思います。それで今回

の豪雨について激甚指定はなされておるわけでございますけれども、支援のパッケージと申しますか支援の

状態、例えば激甚指定になればどのくらいまで補助が出ますかということがわかればお願い申し上げます。 

◎議長（徳永 正道君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。今回８月の２５日にですね、内閣府の激甚指定というものが閣議

決定をなされております。それでいきますとですね、まず農地等の災害復旧等における激甚の際の補助率の

かさ上げというところで農地におきましてはですね９６.３％。それから農業用施設、これにつきましては

９８.４％。それから林道施設関係につきましては、９２.２％というような状況になっているところです。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  今回ですねそういった災害を受けたことで国からの助成があるわけでござい

ますけれども、ただあるからその方が営農を継続されるかというふうなことはちょっと私たちがそう捉える

ことはできませんけれども、ただこのような農地等をですね子孫に残すために維持していくためには、何ら

かの形で組織なり、そういった行政の手助けが必要じゃないかと思います。そこで今後ですね、先ほど私が

思うのは、高齢、中小農家関連の農地あたりを守っていくかといったときに、管内の集落営農の組合がござ

いますけれども、これをいち早くできれば法人化に向けたところで取り組んでいく必要がないかというよう

なことでございますけれども、そこのところについてはどういう所管のほうでは思いでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。そうですね被災をした時に、そういった復興をすると、素早く対

応していくということからですね、議員おっしゃられました法人化というのも確かに大事な目標の一つ対策

の一つというふうには考えております。ただ法人化につきましてはですね、現在、以前から進めておりまし

たけれども、まだそういった具体的なものというのが現在はできておりません。今後はですね、今までの経

験も生かしたところで、そういった法人関係のですね取り組み、育成も含めまして支援をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  ぜひですねそういったところの助成といいますか支援をですね、行政のほう

からも差し伸べていただければと思うわけでございます。またちょっとハザードマップに戻りますけれども、

西日本豪雨の時にですね被災を受けた愛媛県では、農業用の版のハザードマップを作っております。防災の
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ために総務がつくるハザードマップと、専門の農家の実際のそういった危険な地域があるところのハザード

マップをつくる考えはないかということをお聞きしたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。農業版のハザードマップというところでのお尋ねですけれども、

そうですね今回の被害７月豪雨の被害を考えた場合にですね、確かに議員おっしゃるような、農業版のハザ

ードマップというものも必要かというふうに思いました。ただ、なかなかですね、通常ハザードマップ農業

版のハザードマップというのが、土地改良区関係の河川であるとか、それから山からのですね土砂、水、そ

の辺を考え合わせまた支川となります用水排水ですね。その辺もすべて考えた上での今回の災害だろうと思

いますので、それらを総合的に勘案したところで、今回の災害によってですね、ある程度は把握できた部分

もありますけれども、この農業版のハザードマップというのを独自につくるということはですね、ちょっと

難しいところもあるのかなと思います。先ほど総務課からでも答弁があっておりますが、町としての農業版

に特化したところも確かに重要なんですけども、町全体としてのですねハザードマップと、防災計画に基づ

くハザードマップというところで策定をされた時には、その辺で農業の部分もですね、ある程度盛り込んで

いけたらというふうに考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  はい。そういった別々作る必要はないとは思いますけれどもそういったこと

があれば、それぞれの地域がですねわかるんじゃないかと思いますので、ぜひともこのハザードマップのま

た作り変える時にはですね、その意向を取り入れてもらうようにもう申し入れをしたいと思います。それに

関してですけれども、今回の水の関係で、あさぎり町が国交省ですかね、委託を受けております樋門カ所が

１９カ所ですかねございます。それの開閉についてどういった指導というか、こういった時期になされてい

るのか、それについてちょっと建設課のほうから。 

◎議長（徳永 正道君）  建設課長。 

●建設課長（大藪 哲夫君）  はい。球磨川沿いにございます樋管樋門が１９カ所ございます。その管理につ

きましては、国交省より樋管操作員の方に球磨川の水位が上がって、それに伴って球磨川の水が逆流する、

堤防より外に出てしまう。そのような状況になった場合には門を閉めてくださいというふうに指導を行って

おります。これはもう一律に国交省からもうこの時点で締めてくださいというふうな指示はございませんで、

現場におられます樋管操作員さんの判断、でその操作をされるというふうになっております。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  そういうことであればですねちょっと安心しましたけれども、ただ今回の台

風１０号のときにはですね、１０センチにしてくれという話だったもんですから、うちの町から受け取る樋

門管理員の責任者からそれはどうしましょうかという相談がございましたので、そうであればですねそこの

判断に任せるということであれば安心しますけれども、一律に全部そういったことをしますと、溢れるカ所

もございますので、そういったことは伝えております。最後にですね、今回の豪雨に関して熊本復旧復興を

有識者会議で、川辺川ダムの建設云々ということで述べておりますけれども、これについて町長はどういっ

たお考えでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  始まってまたいろんな準備もされてきたところですが、その間いろいろな意見があ

りまして、いろんな議論がされましたし、また今蒲島知事になって建設が見合わせることになり、ダムによ

らない治水対策というものもこの１０年間重案を検討してきました。さまざまな議論をしているうちにまた

今回のような大規模な災害が発生したくさんの方が亡くなられ多くの方が甚大な被害を受けられたわけです。
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根本的な治水対策というのは、私はないんじゃないかと思います。でも災害を最小限に抑えるという意味で、

何が１番いいのかということを考えましたときに、まだ議論の壇上に上がってないのが、川辺川ダムの穴あ

きダムという手法です。普段は普通の河川として水を貯めない、流れている。もう要するに川辺川ダムは、

利水と発電はやらないということは平成１２年に決まっているというふうに聞いてますので、要するに治水

だけのダムであるならば普段は水を流していて、そしてこういうふうな大雨の時にダムの機能を果たす。そ

うすると、今国が言ってるのは８万８,０００立方メートルの水を貯水することができると。今回の川辺川

ダムのこの今回の７月豪雨では、約６,０００すいません６万３,０００立方メートルの水が貯水できたので

はないかというふうに前回の説明でありましたけれども、そのようにですね、ただそのダムをしたら、臨時

放水で災害が大きくなるのではないかというような意見もあります。実際市房ダムでも８時半に臨時放水を

すると。それがやってたならばまた被害が大きくなったんじゃないかという意見もあります。その辺の検証

は必要かと思いますが、やはり渡あたりで球磨川が狭くなってきています。ということはやはり上部で上流

で上のほうで水を一たんとめて、そして少しずつ下流に流していくという手段がやはり災害を最小限におさ

めるための一つの手段ではないかと思います。そのために水田を遊水地にするという案もありますが、そう

いうものも含めて、やはり上流で水量を調整するという必要性はあるんではないかと。ただこれが抜本的な

解決にはならないと思いますが、その他にもやっぱり堤防のかさ上げとか、河床掘削とか、あるいは皆さん

が住まわれる住宅地を高台に移転されるとか低い土地での住宅建設はもう今回は見合わせるとか。そういう

ようないろんな政策を複合的にやっていって治水対策をすべきじゃないかと思っています。そういう中で、

やはり私は川辺川ダムは検討の余地があるんではないかというふうに考えております。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  森岡議員。 

○議員（１３番 森岡 勉君）  はい。お考えは拝聴いたしました。今後ともですね、町民の生命財産及び災

害から保護し公共社会の福祉増進に向けて取り組みが一層強化されるよう期待し、私の一般質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました。 

◎議長（徳永 正道君）  これで１３番、森岡勉議員の一般質問を終わります。ここで休憩をいたします。午

後は１時３０分からです。 

 

休憩 午前１２時０４分 

再開 午後 １時３０分 

 

◎議長（徳永 正道君） 森岡議員への答弁について、  建設課長から追加答弁の申し出があっておりますの

で、これを許可します。 

●建設課長（大藪 哲夫君） はい、午前中の森岡議員からの御質問の中で、樋管樋門操作員について台風１

０号の際には、樋門を１０センチほどあけておくという件につきまして、追加の答弁をさせていただきます。

午前中の森岡議員の御質問の中で、樋管樋門操作員の操作について台風１０号の際には、１０センチ程度樋

門をあけていくという質問のあったということの質問でございました。それについて追加の回答をさせてい

ただきます。通常は、樋管樋門操作については、午前中にお話ししたとおりでございますが、今回の台風１

０号につきましては大変大型で危険ということで、暴風域に入ってから樋管樋門操作員が監視や操作をする

のは大変危険ということで、素材の身を守るという観点から、早い段階で防風雨になる前の早い段階で１０

センチだけ上げておくとそのことによって排水は１０センチの部分では球磨川に流れますので、その体制を

とったと。それでそのあと球磨川が水位が上がり逆流する場合になったとしましても、１０センチ程度の範

囲での逆流ということで、そういう操作によって暴風域の危険な所の操作員の操作を行わないようにするた
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めの指示が出ております。以上でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に１２番、溝口峰男議員の一般質問で

す。溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  議長。７月の本豪雨による球磨川の大規模氾濫によりまして人吉市を始め

流域に甚大な被害をもたらしました。あさぎり町にも人的被害はなかったものの、多大な被害が出ておりま

す。まずもって被害を受けられた方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、お亡くなりになられまし

た方々に衷心よりお悔やみを申し上げます。町長初め職員の皆さんは、発災から今日まで休みなく復旧に取

り組んでいただき、町民にも日を追うごとに明るさが戻ってきております。皆さんに心からの感謝を申し上

げます。近年は数十年に１度の大雨が毎年のように発生しておりますので、橋本危機管理監を中心に、平時

から危機対応に万全を期していただきますようにお願いをいたします。それでは、通告いたしております監

査のあり方及び強化について伺います。まず１番目の町税の徴収についてでありますが、平成３０年度の滞

納額は８,８１３万２,２４４円。令和元年度は９,４９９万９,４１０円となっており、６８６万７,１６６

円の増加があります。その中で、平成２２年度から滞納が見られる最も高額な滞納者についての徴収状況と

今後の徴収計画を伺います。 

●税務課長（那須 正吾君）  それではお答えいたします。まずですね、個別の案件につきましては、具体的

にお答えすることができませんので、まず御理解いただきたいと思います。それでは高額案件につきまして、

お答えいたします。今お送りいたしました表ですが、高額案件の状況でございます。５０万円以上の高額案

件の令和元年度と令和３０年度の状況でございます。町民税、固定資産税、国民健康保険税の年度当初の未

納額と件数、それと年度内の徴収額をそれぞれ計上しております。決算時の未納額につきましては、町民税

と国民健康保険税は減少しておりますが、固定資産税につきましては増額となっております。未納者も固定

化しておりまして、なお一層の徴収努力が必要であると考えているところでございます。以上でございます。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  町長にお伺いいたしますが、税務課長からは、今全体の滞納、徴収の問題

について説明がありましたが、このあと具体的に話が出てきますので、１番の高額な滞納者というのはもう

大体おわかりだと思いますが、これまでの徴収状況、それから今後の徴収計画。具体的に約束等ができてお

るんであれならばお示しいただければと思います。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、税の徴収については、税務課の担当者が適宜適正に業務を遂行しております。

税の徴収は平等に徴収をしないと一生懸命やはり頑張って仕事をなされて、苦しいやりくりの中から滞納な

く支払っていただく方との不均衡があってはなりませんので、私も就任以来個別に滞納があるところに対し

てはいろいろと相談をかけ、今後の滞納分の支払計画等を立てていただいて、その中で納税をお願いしてい

るところですが、御存じのとおり、今年もコロナ感染症で売り上げが減少したために、出鼻をくじかれたと

いうようなところはありますが、そこはまた滞納者と協議しながら、少しずつでも増やして支払いをしてい

ただいて、滞納額がこれ以上増えないように、むしろ少しずつでも減少していくように、計画を立てて徴収

をしていきたいと考えています。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  今町長の答弁にもありましたが、徴収計画等が作成されているということ

であります。そこでお伺いいたしますが、債権管理条例施行規則に基づく債権管理台帳及び先ほど町長が言

われた徴収計画の中での分割ですね要は、納入申請書そういったものは整備ができているんでありましょう

か。またあわせて債権回収対策会議は機能しているのかどうか。まず総務課長に伺います。税務課長には、

滞納者数と滞納額について今説明がありましたが、元年度は滞納額が増加してますね。どのような徴収努力

をしてきたのかどうかっていうのを聞きたいのであります。そしてまた、滞納整理事務処理マニュアルは作

成しておられますか。作成されているとならば、その内容をお示しいただければと思います。 
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●総務課長（土肥 克也君）  はい、債権管理対策条例に基づく取り扱いになりますが、会議のほうにつきま

しても定期的にまた臨時的にも行いますし、条例に加えて税務課内に対策室を設けております。その対策室

を中心に、徴収困難であったり、高額であったものについては一元化をし、横断的な税の徴収を対策室でと

っていくという体制もとっております。また、債権の計画につきましても条例規則に基づきまして、各担当

課で毎年度つくっておりますし、分納誓約等に関する申請書等も統一した様式で運用を行っているところで

ございます。 

●税務課長（那須 正吾君）  はい、まず令和元年度滞納額が増加した理由ということですけれども、これに

つきましては滞納者が固定化してまいりまして、実際調査等はもうずっと継続的に財産調査を行っておりま

すが、なかなかこう差押えをできる財産等が発見できないということで、滞納額が増えていっているという

状況でございます。それと特に固定資産税につきましては、相続人が今あさぎりだけでなくて全国的な問題

ですけれども、財産放棄とかして納める納税者がいなくなるという現象が起きつつあります。それに伴いま

して、固定資産税の滞納が増えてきているという状況もございます。それから滞納整理マニュアルというこ

とですが、税務課内では滞納整理行動指針というのをつくっておりまして、その中でそれに基づきまして滞

納整理を行っております。滞納税額が高額な案件から優先して整理を進めているところです。定期的に税務

課内で収納グループの会議を開きまして、滞納整理の進捗状況、確認、調査の方法や方向性、納税折衝、差

し押さえや公売処分の時期など協議し、整理方針を明確にして段階的な整理を行っているところです。具体

的な滞納整理スケジュールにつきましては、年度ごとに年間スケジュールを作成いたしまして、課内での高

額滞納者のヒアリングを行ったり、滞納整理強化月間、６月から８月、それから１月から３月に設定をして

おりまして、その時期に特に徴収強化に努めているところでございます。以上でございます。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  高額滞納の滞納額の徴収に当たりまして一点町長にお伺いしますが、今年

の６月１日に熊本地方裁判所人吉支部執行官に対して、他者が行っている動産執行物件差押え２５０万円に

対しまして交付要求をなされておりますけれども、これは法律に基づいての措置と理解しております。しか

しながら、これに関係する方々が強制執行妨害にはならないのかということを言っておられますが、これに

は該当しないということでよろしいでしょうか。確認したいと思いますが。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。これは私も専門的な立場の人に相談しまして、やはり国税徴収法という法律

もありまして、その中には滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合は、当該の裁判所に対して交付

請求をしなければならないってなってます。ですので、やはり私どもは税務署ではありませんが、行政の中

の税務課としては、当然滞納者の財産について強制換価手続が行われたならば、交付手続するのが順当であ

るというような法律の関係者からのアドバイスもいただいてますし、強制執行を阻害するものではないと思

ってます。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  平成２９年４月２９日に同じく他者が動産物件差し押さえ８２０万円で競

売がなされておりますが、前町長は交付要求を提出されておりません。どのような理由からでしょうか税務

課長に伺いたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  税務課長。 

●税務課長（那須 正吾君）  申し訳ございません。この件につきはつきましてですね、個人を特定できる質

問になりかねませんので、すいません回答は控えさせてもらいます。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  町長は先ほど答弁いただきましたが、個人を特定する案件ですか。このこ
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とが。 

◎議長（徳永 正道君）  税務課長。 

●税務課長（那須 正吾君）  先ほど町長が回答された、回答された件につきましてはですね、これは一般的

な交付要求が正当性があるかないか、個別の案件でなくてあるかないかということで、これは国税徴収法の

中でそういう決まりがあるという回答だったと思います。個別の特定できるような回答じゃないというふう

に私は理解しております。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  同じ案件で尾鷹町長はしっかりとその辺は町税の徴収のためにこういった

方法をとられたということでありますが、前町長は何ら対策を講じてなかったということになります。この

ことは執行部の担当としても町長としてもこの税の徴収に対しての考え方、あるいは姿勢そういったものが

若干欠けるんじゃないのかなというふうに思いますけれども、どのように考えますか。 

◎議長（徳永 正道君）  税務課長。 

●税務課長（那須 正吾君）  はい、ちょっと今、先ほどの質問に関してはちょっとお答えがたいものがある

んですが、税務課としましてはですね、納めてもらう納税者の方に公平性を保つためには、時には厳しくや

ることがあります。その中で財産、先ほど言いました財産調査とかいろいろ行って、調査しした結果、情報

がうちのほうに入ってきます。その情報に基づいて次のステップにいくわけなんですけれども、もう今のと

ころ税務課としては知り得る情報についてはしっかり対応しているつもりではおります。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  それでは２９年の４月２９日の部分については情報が入ってこなかったと

いうことで、いい方向で理解しておきたいと思います。そこで代表監査委員に伺いますが、平成２２年度か

らの高額滞納について、これまでの監査委員がどのような指導をなされてこられたのか、意見等がですね多

分記載されている資料等があると思うんですけれども、どのような指導がなされたのか公表をいただければ

ありがたいと思います。あわせて代表監査委員は税徴収の専門家でおられましたので、どのような意見をお

持ちか伺いたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  園田代表監査委員。 

●代表監査委員（園田 孝幸君）  今御指摘のとおり私も税に関する仕事についておりましたし、現在も税理

士としての資格を持っておりますので、昨年この立場に就任以来、税金については厳しく目を光らせてきて

ところであります。私はまず昨年度、私が１年目、ほとんど着任して早々の決算意見書になってしまうんで

すけども、そこにおきましては決算意見書に記載してます通り、高額な案件や徴収困難な案件が存在するこ

とから、引き続き徴収努力をしていただきたいというようなお願いをしておりますし、それに先ほど話が出

ました債権回収対策連絡会議等の検討などで、全庁挙げて取り組んでいただきたいというふうな指導をして

いるところでございます。過去の監査委員の資料等を見ましても、ちょっと過去の意見書等を見ましたんで

すけども、ほぼ同様なことで、一応、一応っていうか滞納額が多大にあるということは監査委員は認識して

おりまして、引き続き努力を行っていただきたい旨町のほうには監査指導しているところであります。以上

です。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  はい。今後も引き続きですね徴収には努力をしていただきたいと思います。

先ほど町長から話がありましたように公平公正な徴収というのが大事なところであります。２年前ですか。

こういうことがありました。相談があった一つを紹介しておきますが、商売されてる方が町から差し押さえ

をされたと。そして商売ですから取引先もあるわけですね。売掛金があるわけですが、相手先の売掛金まで
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差し押さえがあったと。金額的には１万１,８８０円。そういうふうにしてですね、非常に小さな金額であ

っても徹底的に相手方までいって差し押さえをして徴収をしている。そういう例がありますし、もう１件も

あります。やっぱり大変厳しい状況というのは、今現在コロナの問題もありますから、状況は把握されてい

ると思うんですけれども、そういった何といいますかね弱いというか、そういう立場の人たちにだけ目を向

けて、多額の金額の滞納者には差し押さえはしてあるけれども実行はしない。そういった、そこはそこなり

の理由があるというふうに私は考えますが、やはりもっと税の徴収については公平に、そしてみんなが納得

できるような徴収のあり方をやっていただきたいなというのが私の考えであります。是非そういったことも

含めて今後対応していただければというふうに思います。次にですね２番目にあさぎり町の産業用地分譲条

例及びあさぎり町産業用地企業振興補助実施要綱について伺います。条例第８条９条には、土地売買代金の

支払いが完了したときに引き渡してその保護所有権移転すると明確に定めてあります。要綱第３条には、補

助金対象企業が明確に定められ、産業用地を購入したものというのが条件となっております。そこで第４条

の補助対象となる経費についてでありますが、これまで１００条調査委員会でもいろんな議論があり課長か

らの説明もありましたが、町長も資料をお持ちかと思うんですけれども、当時の資料の中にはですね、明確

にやはり示してあります。この要綱の中に土地代も補助対象の経費となるのかということが大きな疑問の一

つでありましたが、町長の見解を伺いたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、あさぎり町産業用地企業振興補助実施要綱の第４条の第１項に、構築物の建

設等に要する経費というのが書いてあります。この等の中にどのくらいのものが入るのかというのは等と書

いてありますので補助対象となる経費の中にはすべてのものがこの文章の中では入ると読み取れるんじゃな

いかなと思ってます。そういう意味で、等という言葉が使われてるんではないかなと思っております。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  それではもう１点伺いますが、ただいま町長が言われたように、構築物の

建設等、その等に土地も入るというふうに町長も理解されているということですかね。再確認しておきます

が。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  この実施要綱の第４条の補助金の交付対象というこの条項から読み取れるのは、今

言われたとおりです。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  それでは構築物の定義を教えてください。 

◎議長（徳永 正道君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい。構築物の定義ですけれども、正式には調査しておりませんが、一般

的には、建物になるかと思います。プラス塀であったりそういった物一式だと思います。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  構築物に建物が入るという話をされましたが、どういう建物ですか。定義

がしっかりと定めてあるんですが。 

◎議長（徳永 正道君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい。建物といいますのはやはり工場であったり、家屋であったり、そう

いったものを指すものと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  それを全く違いますね。構築物というのは、土地に定着している建造物、
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土木設備工作物のことであり、住居等の人が継続的に生活する建物ではなく、トンネルや橋、煙突、貯水、

防波堤などの事業や公共性のあるものを構築物という。これは今インターネットで調べられると出てくると

思いますよ。ここにはそういった工場等などの建物は含まれておりません。確認してみてください。 

◎議長（徳永 正道君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい。私もちょっと今ネットで見させていただいてますが、土地に定着し

ている建造物、土木設備工作物のことでありということで、土地に定着している建造物の中に例えば工場と

かは入るのではないでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  それでは建物というのが別にあります。建築物というのも定義があります。

三つそれぞれ定義がありますが、わかりますか。どういう違いがありますか。 

◎議長（徳永 正道君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  すいません。ちょっとネットを見ながらですけれども、構築物といいます

と先ほど土地に定着している建造物、土木設備、工作物というありましたけれども、住居等の人が継続的に

生活する建物、そしてトンネル、橋、煙突、貯水池そういったものを事業や公共性のあるもの、そういった

三つに分類されるのかなと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  このことで議論しよったっていけませんが、もう少し条例の整備をしない

とですね、私が調べた範囲では、今回の建物工場に補助金出してありますが、構築物ではないんですよ。構

築物には工場は該当しないんですよ。だからですね後で調べて報告していただきたいんですが、建設等とい

うふうにもちゃんと意味があります。そして構築物にもちゃんとした定義がありますし、建物それから建築

物、構造物、それぞれにちゃんとした仕分けがしてあります。何もかんもなんかごちゃごちゃで自分たちの

都合のいいように理解しておられるんじゃないのかなと私は思うんですけれども、こういったことがですね

大きな間違いを犯していくんじゃないのかなって思いますよ。やはり法令、条例、規則、要綱、しっかりと

つくるときに検討されて、私は制定されたものだと思います。しかしそれを事業を行うことにその都度その

都度解釈拡大をしてですね、対象範囲を広げていくなんてことは、私はやっぱりすべきじゃないというふう

に思います。代表監査委員におかれて１回ですね、構築物、建物あるいは構造物、それから建設等、その定

義・意味がしっかりとありますので、調査をいただいてご報告いただければと思いますけれどもいかがでし

ょうか。代表監査委員。これは大事なことでありますんで。 

◎議長（徳永 正道君）  園田代表監査委員。 

●代表監査委員（園田 孝幸君）  まずこの要綱の第４条の等に対する今いろんな質疑応答が行われているも

のと理解して回答させていただきますと、そもそもその前の３条で産業用地を購入したものというような記

載がありますので、先に土地を購入しているものに対して、これを経費を補てんするものとして補助金が支

払われているものと思っております。ただし最終的に申し上げたいんですけど、この構築物の建設等という

等をの取り方が、物すごい拡大解釈される可能性が先ほどから御指摘あるようにありますので、これに土地

が含まれてしまうという問題も生じてきているような事態になってますので、私としては早急にこの実施要

綱の改正等をしていただきたいと思っております。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  町長に１点伺いますが、この条例要綱に沿って、今後も事業はなされてい

くものと思いますね。条例が生きているあるわけですから。そのときに町長は、土地代も含めた補助をされ

ますか。町長のお考えをお伺いしたいと思います。 
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◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい今実際問題としてですね、あさぎり町にも産業用地がありませんので、今後ま

た産業用地を造成するようなことがあった場合は、この要綱は見直していかなければならないと思ってます。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、すいません、深田にまだ１カ所あるそうですが、この産業用地企業振興補助

実施要綱については、もう１回見直しが必要だと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  ほんとに町長が土地代も補助の対象にすると言われるんだったら、私はこ

の要項や附則をですね、条例をやはりしっかりと見直して改正するべきですよ。こういう中で拡大解釈をし

てその都度その都度やるようなことでは、私は後でいろんな問題が出てくると思います。もし土地代を含め

ないと、補助金はやらないって言うんだったらこれはそれで私は改正する必要ないというふうに私は考えま

す。ですからその辺は１回精査をされて今後の企業に対する振興策として、土地代もしっかりと補助をして

いくということであるならば明確にやっぱり記載をして改正するべきではないかなというふうに思いますの

で、その辺をよろしくお願いしたいと思います。もう１点伺いますが、補助金適正化は、あるいはあさぎり

町補助金交付要綱で概算払ができますが、しかしながら概算払というのはやはり厳格でないといけないと私

は思っておりますが、町長はこの概算払い特に全額今回は支払われておりますけれども、この取り扱いにつ

いてはどのように考えておられますでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。あさぎり町補助金等交付規則の中には概算払の項目が１６条にあります。そ

れにのっとって概算払を支払われてあるわけですが、団体等の補助金の場合はもう当然概算払いをしないと

団体の運営ができませんので、そういうところには残していかなければならないと思いますが、こういう産

業振興の補助金というのは、概して完成報告が出た後に請求されて、そして支払われるというのが一般的で

あります。これはもう企業にかかわらず農業の補助金についてもそういうふうな取り決めが多いと思います

ので、またそういうものを県などにも相談しまして、資料を取り寄せて、今私が申し上げましたような線に

沿って見直しをしていきたいと考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  はい。今後はやはり明確にですね、しっかりとした補助金は、町民の税金

でありますから、それがしっかりと目的に沿って使われるように、そしてどのような形からも検査をされて

も、やはり疑いのないようにやっぱりしていただくように事業者にも指導していってもらわないといけませ

んし、あるいは担当課もですね、その辺はしっかりと肝に銘じてやっていただきたいというふうに思います。

ところで１００条調査特別委員会の報告の後、どのような検証が行われたのか、それに合わせてどのような

改善策を考えておられるのかということでありますが、今先ほど答弁もあっておりますので、それに足らな

い部分があったらお答えいただければと思いますけれども。 

◎議長（徳永 正道君）  何か足らざるべき答弁ございますか。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、すいません。百条委員会の後のところでですね、私も資料等取り寄せて、ま

た担当課の説明を聞きました。その中でやはり整備しなければならないと思いましたのは、先ほど溝口議員

が聞かれたような実施要綱の見直し、今後のためにそういうことが必要であると考えております。また、今

回の企業振興補助金が実施された実例については、後の支払い領収証等を見ましても、２,０００万の補助

金が２分の１ですから、４,０００万以上の支払いは確実になされて振り込みをして書類関係書類も全部そ

ろっておりましたので、その辺は何も問題がなかったというふうに認識しています。 
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◎議長（徳永 正道君）  溝口委員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  監査委員にお伺いいたしますが、事務事業監査、これは自治法第１９９条

１項及び第３項この事務事業監査は監査の手法の一つでありますけれども、事務事業監査の実施は、私は行

財政運営の適正化に大きな相乗効果をおさめることができると考えております。しかし、これを実施してい

る自治体は少ないわけでありますけれども、代表監査委員の所見を伺いたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  園田代表監査委員。 

●代表監査委員（園田 孝幸君）  １９９条１項３項の実施は相乗効果という、その相乗効果の意味がちょっ

とよくわからないんですけど、監査委員の仕事としましては１９９条３項記載の第２条第１４項の規定の趣

旨にのっとってなされるとされているところ、第２条１４項は地方公共団体は、その事務を処理するに当た

って住民の福祉の増進に努めるとともに、最小限の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないと

されており、監査委員の仕事は行政運営の適正化につながっているものと考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  監査は合規性、効率性、経済性、有効性の四つの観点から、事務事業を検

証しておられると私は考えますが、行財政運営には内部統制が重要と考えます。内部統制とは、組織内にお

いて業務に支障を来すようなリスクに対応するための規範を設け、組織の中の人々がそれに基づいて業務を

行っていくプロセスのことであります。内部統制の整備運用が進むことで、事務の適正な執行が確保され、

ミスの防止や問題の早期発見につながるなどの効果が期待されます。あさぎり町においても監査基準が改正

され、第９条に内部統制について記載されております。整備運用がなされているのか、代表監査委員もしく

は総務課長に伺います。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい内部統制につきましては、地方自治法の改正により定義なされたものでご

ざいます。現行の法令、法の規定によりますと、都道府県、また政令市と指定都市については、本年度から

運用するように整備するようになっております。ただ、市町村におきましては、まだ経過措置といいますか、

本年度からの運用までは求められておりません。ただ、それを待って悠長なことをしているわけにはいけま

せんので、監査基準にも設けられております。内部統制、法にのっとった基準を設けるべき、それに当たっ

て進めていくべきと考えているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  整備運用するに当たっての目標はいつごろを考えて進めていくのでありま

すか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。具体的には目標時期は今定めてございません。先ほど申しましたとおり、

県または、熊本市を初め政令指定都市で運用を始めておりますので、その内容等をいろいろ見させていただ

いて進めていくようにしております。現在のところどの時期にというものは申し上げるレベルではございま

せん。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  はい、こういったことはやっぱり時間をかければよかもんじゃなかって私

は思いますよ。やっぱり皆さん方が仕事がしやすいような形にすることと、やはり皆さんがミスを犯しても

すぐですねどこに問題点があったかと、そしてそれを改善していく。こういったことは大切なことでありま

して、そういったことをやっぱり明確に目標を定めて、いつまでやりましょうと、県はもう今年いっぱいだ

ったら、じゃあうちはほんなら１年ぐらい後でも本来は半年ぐらいと私は思うんですけれども、やはりそう
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いう何でも目標をしっかりと定めた上で取り組んでいかにゃここにちゃんと条例にもうたってあるわけです

からどうですか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。もう法で定められた規定でございますので、それにのっとって適切に行

っていきたいと思っております。ただ、当然時間をかけてつくるものではございません。今年度につきまし

てはやはり行革の第４次プランの年でもございますので、横断的な協議組織にもこの地方自治法の改正内部

統制が求められていることをしっかりと全庁職員認識の上、しっかりと体制をとって進めてまいりたいと思

います。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  はい。次に７月豪雨災害復旧復興について伺います。くま川鉄道も甚大な

被害を受け、復旧の見通しも立っておりませんが、先のくま川鉄道の取締役会議では、従前のくま川鉄道で

の復旧を行うことに決定したという新聞報道にありました。私は線路敷上にバスを走らせることで、将来の

バス運行補助金、１億９,３３８万８,０００円、くま川鉄道補助金８,２７６万円。これは令和元年度の１

市８町村の合計でありますが、こういった補助金の削減に私はつながっていくというふうに思うわけであり

ますし、またバスの周遊でですね、人口の減少や高齢者、交通弱者、そういった方々が増えていく中での対

応、そういったものの活用したまちづくりが私は可能だと思います。まず取締役会議での内容を御説明いた

だければと思いますけれども。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、取締役会ではですね、今議員がおっしゃられたとおりに、鉄道の復旧がいい

のか。またバスが今のように、代替バスの方法、それから地域乗り合いバス、それから、ＢＲＴの整備、こ

の辺でいろんな事例が出されて説明がありました。その中で１番問題にっちゅうか注目されましたのが、速

達性、目的地まで到着する時間の身近さですね。それから定時制、時間の遅れがないということで定時に到

着するということ。それから大量輸送性、それから運営費用、復旧あるいは転換費用とその財政措置、こう

いうものを比較したときに、鉄道復旧が１番ベストであるというような話し合いの結果です。今現在は高校

生の通学を中心とした朝夕のピーク時が片方で上り下りで４２０名ぐらいを輸送してるわけです。それがカ

バーできるのは、今現在のところ鉄道でしかないということです。それから国のほうが特定大規模災害等鉄

道施設災害復旧事業ということで、補助率を国が２分の１、地方が２分の１、補助災害復旧事業債で交付税

措置が９５％ありますので、地方の実質負担は２.５％ということになっております。こういう有利な支援

がありますので、鉄道で復旧ということが決まったわけです。それから先ほどもう一つ言われました、高齢

者の方が利便性ということを考えますと、今あさぎり町もデマンド交通が利用者が少しずつ増えてますが、

これとの連携をスムーズにして、そして免許返納やあるいは車を利用しないで目的地に行けるようなそうい

う交通循環網も検討していかなければならないと考えております。それともう一つは、今現在は鉄道とそれ

から路線バス二つに補助金を出してます。将来的にですね財政負担とか、あるいはいろんなことを考えまし

て、今あさぎり町のデマンド交通との連携も考えまして、今二つある交通手段をどういうことでやっていく

か、あさぎり町のデマンドバスとのベストミックスとか、そういうことも考えていかなければならないとい

うふうに私は考えている次第です。そういう流れの中で、先月の２７日の臨時取締役会において、鉄道事業

による復旧が決定したような次第です。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  タブレットに補助金一覧表をしておりますけれども、ご覧いただければと

思います。くま川鉄道で２５年２６年に田園シンフォニーの５両をですね３億５,０００万ほどの資金をか
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けて更新しました。しかしながら、この利用者が増えたかと補助金が減ったかと言いますと、全く減ってお

りませんで、だんだんだんだん年数を経つごとにですね、あさぎり町の補助金も増額されております。こう

いったことからですね、これもうバスも同じでありますけれども、まず昼間あたりは空気を乗せて走ってる

というような状況でありますが、バスにしても、くま川鉄道にしても、こういったことを考えれば従来の形

での復旧をするとしても、私はこの補助金は増えていくばかりじゃないのかな。人口減少でありますし、子

供たちも減少していく。通学生も減っていくと。そういうことになると非常に私は自治体の負担は大きくな

るというふうに思います。くま川鉄道の被災状況でありますが、３枚目には国土交通省がですね、ＢＲＴに

期待される役割、そういったこともここに出しております。そしてＢＲＴの特色あるいは効率化、高度化、

定時制、速達成の確保、ＢＲＴのメリット、こういったことは国土交通省がちゃんとつくって出してるわけ

ですね。私は余りにも取締役会での結論というのは拙速過ぎるんではないのかなというふうに思います。こ

れは議会で議論したわけでもまだないんですけれども、執行部の方々、あるいは取締役会にはどういうメン

バーがおられるかわかりませんけれども、本当に地域住民や地域の皆さん方の声を聞いての結論を出された

んだろうかというふうに非常に不信感を持っております。今後ですねやはり住民の理解と協力を仰いでいか

なければ、やっぱりくま川鉄道も非常に運営が厳しいということであるならば、やはりもっともっと住民の

意見を反映できるような形をとるべきではないのかなというふうに思いますが、熊本県あるいはくま川鉄道

の社長に来ていただいて、意見交換会等ができればありがたいと思うんでありますけれども、町長はその辺

はどのようにお考えでありましょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  溝口議員がおっしゃるのはよくわかりますが、今ＢＲＴにするのはちょっと拙速で

はないかと今考えてます。先ほどから言いましたように、速達性、定時性、大量輸送性、そういうものを考

えたときに、国も復旧事業の補助金の決定をいただいておりますので、そういうものを使って、またくま川

鉄道利用したこの球磨郡市の復興、復旧私はくま川鉄道の場合は復旧中興だと思うんです。１度衰えたもの

をまた再度よみがえらせる。だから復旧復興ではなくて、復旧中興ではないかと、やはりこのくま川鉄道が

あってこそ、今後のまたこの球磨地方、人吉球磨地方の経済的な発達あるいは観光地としての魅力アップ、

こういうものに貢献できるように努力していくべきではないかと思います。これまでがそうだったから、将

来もだめだというような考えではなくて、これまでのことを踏まえて、よりよいこの球磨地域をつくるため

にみんなが知恵を出していくべきではないかと考えてます。ですので、多分この会議の中には有識者による

いろんな意見をいただく場もありますので、その中で地域住民の意見を聞く場もあるのではないかと考えて

ますし、また私も取締役の一員として地域住民の意見を聞く場、あるいはいろんな専門家の意見も聞いて、

そしてくま川鉄道沿線が今後また反映していくように、少子化、確実に進んでおりますが、少子化をとめる

のも私たちの仕事ですから、私たちはそのために今この場にいるわけですので、少子化の流れに認めるんで

はなく、少子化をとめて、そしてまた子供が増えていくような、そんなまちづくりをやっていくべきだと私

は考えてますので、そのためにはくま鉄道の復旧は必要不可欠だと考えておるところです。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員質問事項と質問要旨があと２点ほど残っておりますので時間の配分よろし

くお願いいたします。溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  はい。議長から催促されましたんで次に入ります。はい。次にですね今回

の豪雨災害で被害を受けた町内の工場店舗等に対しては、当初災害見舞金の対象外となっておりましたが、

その後検討いただき納屋に含めて災害見舞金の支給を行うことになりました。本来ならば、あさぎり町災害

見舞金支給条例の改正を行い、遡及して実施することが望ましいんではないのかなと私は考えるんでありま

すけれども、なぜ解釈といいますか、要綱で何もかんも納屋に店舗や事務事業所を含めるというのは、いか
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がなものかなと思うんですけれども、なぜそのような状況になってるんですか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。この災害見舞金条例につきましては、今回豪雨に対応した見舞金を支給

することになっております。設定当初からその他の災害全般での被災された方の見舞金でございます。当然、

火災に対してもこの見舞金によって支給することにしておりまして、火災の場合にあっても、倉庫、事務所、

住家以外の建物も当然この条例に基づいて支給しております。その際にも納屋等住家ではないもの納屋等と

いうことでその規定をにのっとって支給してありますので、今回豪雨災害浸水被害に遭われた方に対しても、

火災と同様な解釈で納屋等に含むということで支給したところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  なかなか等が好きですね。等を入れておけば何でもこう包括してそれで対

応るということでありますが、そういうことが本当にいいのかどうか。私は理解できない部分がありますが、

しかしながら今回当初はですね、商工観光課長は対象になりませんって言ってたんですよ。しかしながらそ

ういうことでありがたいと思います。次に新型コロナウイルス感染症対応について伺います。地域の小規模

事業者が行っている移動販売はひとり暮らしの家庭や商店の廃業によって買い物難民と言われる地域を巡回

し、時には注文された商品もほかから買い求め届けるなど、コロナウイルス感染する拡大防止のために町筋

の店舗に行けない人たちも多い中、移動販売車はなくてはならないものとなっております。しかしながら移

動販売は経費がかかり、利益を求めるにも程遠いものがあります。車両を買いかえるにも、冷房設備等に多

額の費用を要します。事業者に対して車両購入等の支援を行うなどしなければ事業者が継続して移動販売を

続けることはできないと考えておりますが、商工業者の機械等の購入補助は上限２０万円であります。しか

しながら農業や林業者に対しては、上限１００万あるいは２００万円なっております。その辺の上限を見直

して、こういったものにも何らかの支援ができないものなのかなというふうにも考えますけれども、いかが

でしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  商工観光長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい。ただいま議員から言われたとおり商工観光課、町の補助金としては、

商工振興補助金の２０万円が上限でありますが、商工会窓口のほうにですね小規模事業者持続化補助金とい

うのがありまして、これは一般型、コロナ対応型とありまして、最大補助率が３分の２の上限１００万円と

いうのがありますので、そういったものの活用もしていただければと思っております。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、移動販売についてちょっと町村会の動きを御説明しますが、Ａコープが今移

動販売をされてます。高齢者の見守り等も行いながらやっておられて、県の補助金がありました。１５０万、

それがなくなるので、維持費として町村会のほうからも出してほしいというような要望がありましたし、錦

町では錦町のスーパーの移動販売車に対して、購入費用の一部補助金もありました。しかし町村会のほうに

Ａコープのほうから要望があったときの町村長の一致した意見は移動販売には補助金は出さないということ

で一致しているところです。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  はい。その理由は何でしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  まず、移動販売にだけが買い物弱者を支援してるわけじゃありません。ほかのお店

の中でもいろんな方法で買い物弱者を支援されてますから、そういうものもすべて対象にしてこなければな

らない場合もあるし、あるいはこのあさぎり町に他町村からおいでになっている方もあるし、逆に他町村に
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移動販売をされてる方もいらっしゃいます。そういうことでなかなかそのあさぎり町で限定してやっていく

というのは非常にやはり要綱をつくる上でもですね難しいし、買い物弱者と言われる方たちもいろんな形で

そういうものをもっと率先して利用していただけるならば、移動販売者の人も助かるわけですけれども、一

方でやはり車を使って大型店に買い物に来られる、やはり利用もなかなか促進されないというところもあり

ますので、なかなかそこに入り込めないところがあると私は思います。 

◎議長（徳永 正道君）  溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  今観光課長が言われたように、持続化補助金の三分の二１００万円は、移

動販売車にも該当をするんですが、いつ頃までになってますか。 

◎議長（徳永 正道君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい。まず一般型を採択を受けられた後にコロナな対応方も採択を受ける

必要があると聞いております。申請につきましては詳しいことは商工会のほうにお尋ねいただければと思い

ます。 

◎議長（徳永 正道君）  いいですか。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  はい、終わります。 

◎議長（徳永 正道君）  これで１２番、溝口峰男議員の一般質問を終わります。ここで１０分間休憩をいた

します。 

 

休憩 午後２時３８分 

再開 午後２時４８分 

 

◎議長（徳永 正道君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に、４番加賀山瑞津子議員の一般質問

です。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  議長。 

◎議長（徳永 正道君）  ４番加賀山瑞津子議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。４番加賀山瑞津子です。今日９月９日は重陽の節句です。中国

の陰陽思想、９が重なる最も演技のよい日となっております。旧暦の９月９日は、今の１０月中旬に当たり、

菊が美しく咲く頃にありますが、身近なところでは人吉のおくんちがあります。今年はおくんち祭りがない

のが非常に残念ですが、この縁起のよい日を私たちのこれからの力にできればと思います。菊の花を用いて、

邪気を払い、不老長寿を願う自然人への敬意と感謝の気持ちでこれから質問をしていきたいと思います。７

月の豪雨災害以降、今日も私のボランティアの仲間たちは人吉球磨村で復旧作業、生活支援を続けています。

亡くなられた方、被害を受けられた方々に分か心中よりお悔やみ申し上げます。あわせて１日も早い復旧復

興に向け、私たちも共に努めてまいりたいと思います。本日は２点質問をいたします。まず１点目、７月豪

雨災害の検証と今後の防災減災に向けての対策についてです。８月より橋本危機管理監の就任により、防災

について力強い仲間が増えたことに感謝申し上げます。９月６日の台風１０号の被害状況等については、本

日の全協で危機管理監より報告がありましたが、７月号豪雨災害から度重なる状況の中できちんと検証し、

次回に向けて町民の皆様と情報を共有していくことが重要になってくると思われます。情報についての項目

から先に質問したいと思いますので、通告書の順番の２番、３番、１番、４番で質問をしてまいりたいと思

います。災害情報の発信と避難行動に結びつける環境整備について、６月の一般質問では防災ラジオについ

て質問いたしました。その後各家庭の設置状況の確認をいただき、今回の７月豪雨となりました。今回の避

難行動には大変役立ったと思われますが、町長にお伺いいたします。今回の町の避難放送については携帯の
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警報メール、屋外の防災無線放送、ラッパ放送、それと防災ラジオとありましたが、町としてはどのツール

が１番有効だったと思われますか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  災害における避難準備、避難勧告、避難指示、来年からは勧告と指示が一本化され

るという話ですけども、ほんとにこの出すタイミングというのはほんとに難しいところがあります。今度の

台風はもう事前にもう予報が地域住民の方にも通っていましたので、早目に対応することができましたが、

前回のような７月豪雨のときには、一応気象台では２００ミリの雨ということでしたので、この地域では２

００ミリではそう余り大きい数字ではなかったというようなところもあったと思います。そういう中で、あ

さぎり町の避難準備、避難勧告、避難指示の発令は適切な時間に行われたと思っております。１番やはり役

に立ったのは、防災ラジオではなかったかと思います。そういうことで、この防災ラジオの活用を今後も本

当に有効に使っていきたいと思いますし、町民の皆さんたちも、本当にこの防災ラジオはあってよかったと

いう声を大分聞かせていただきました。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  あわせて今回有効だったのは共助の部分で１番使われました個人個人

が持ってらっしゃる携帯電話でした。避難への声かけであったり、避難先の安否確認というのもそれぞれの

携帯番号をみんなが知っていたことによってできました。まさに共助だったと私は思っております。７月の

豪雨、今回はちょうど田植え時期等重なったことで、水田も満水で遊水池の役割が果たせなかったというの

も水が増えた要因の一つではないかと地元の私たちは思っております。球磨川流域の集中した地区に主に甚

大な被害が出てしまいました。そのために、近隣で知っている関係があったっていうのが非常に功を奏しま

した。朝５時半に球磨川と石坂の堰の所を確認に参りました。いつもより少し水が多いかなあという感じで

したが、自宅に帰る途中、高齢の御夫婦の家の前を通りましたら、既に玄関先には行けない状況でした。一

度家には帰ったもののどうしても気になりもう一度その方たちが普段過ごされているお部屋のほうに回って、

おじさーんという大きな声を出しましたら、中から窓をあけてにこり笑っていらっしゃるお父様がいらっし

ゃったので、おじさん、今から消防署にボートば頼むけん安全なとこで待っとってください。わかったわか

ったと言われながら待っていただきました。その後自宅に帰りましたら、６時には床下浸水の状態でした。

たった３０分で１メーター以上の水が上がってきておりました。７時半。嫁、息子、孫たちと一緒に避難を

開始しましたが、その前の７時に消防署がボートをもって救助に来ていただいて、私の地区の４、５件の方

がボートを利用して避難をされました。先ほど町長もおっしゃいましたが、勧告と指示、実は今回１番感じ

たのが、その点でありました。勧告と指示どっちが重いんだろう。どこで何をすればいいんだろう。町民サ

イドからするとぴんとこないという実感を私自身も感じました。以前老人ホームで防火管理者をしていたと

きに訓練を行いまして、直ちに避難してください。急いで避難しましょうというふうに放送をいたしました

が、後で消防署員の評価で非常時には危ない、すぐ逃げろ命令調で伝えることも必要だと指導を受けたこと

を思い出しました。７月災害そして今回の台風１０号の対応についても、指示の場合の放送、危機感を持つ

という意味では命令形もありなのではと感じておりますが、いかがでしょう。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。本当に緊急を要するときには、命令的な指示も必要だと思います。私も、今

回は台風には相当なまた被害が出るのではないかというふうに考え、防災ラジオ、防災無線を使って、本当

に安全性を確保していただくように訴えました。やはり、ほんとにもうお願いを通り越した切なる願い、も

う命令口調で指示を出さなければならない事もあると思います。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 
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○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  あわせまして、常日ごろからの防災に対する意識づけ、１３番議員も

言われておりましたが、防災教育の大切さがあると思います。学校サイドでの指導は今どうなってるでしょ

うか。 

◎議長（徳永 正道君）  教育長。 

●教育長（米良 隆夫君）  はい。学校のほうでは、まず学健、学校安全保健法にのっとりまして、学校安全

計画の策定、それから学校環境安全の確保のための計画、そして同じく学校保健安全法にのっとりまして、

危険等発生時対処要領の作成等を行っております。それから平成２９年度から公文書のほうに防災主任の設

置というふうになりまして、各学校では防災主任を設置しているところでございます。まず学校でのどうい

うような取り組みをしているかということですが、まずは防災管理計画に沿いまして、地震、火災、風水害、

不審者等の予防計画のもとに、避難訓練を実施しております。学期１回、年３回実施しておりますが、避難

訓練は主に地震、火災、それから不審者等に対する避難訓練をやっているところです。まず地震につきまし

ては、いろいろな想定がございますが、まず教室にいた場合、それから各教科指導中の場合、特に火をを使

います理科それから家庭科等での避難の場合の注意と、それから登下校もありますので登下校中の避難の仕

方等につきまして各教科、それから特別活動等で指導をしておりますが、各教科それから特別活動ともに、

常に防災管理を常に意識したようなことも常に指導者は念頭に置きながら、関連することがあれば直ちに避

難に結びつける、あるいは防災に結びつけるというような指導もしておるところでございます。また火災等

につきましては先ほど、もう少し関連したような話がございましたが、やはり避難時の四つの約束、おかし

もです。おは押すな、かは駆けるな、しはしゃべるな、そしてもは戻るなです。これをやっぱり徹底を図る

ということで、これも教科指導あるいは特別指導の中で、機会があるごとに指導をしているところでござい

ます。一応他にも不審者等につきましての場合の避難訓練をしておりますが、不審者につきましては、変質

者に遭遇した場合の対処指導、それから関連機関との連携ということで指導をしておるところでございます。

それから最後になりましたが、風水害につきましては、ある学校では保護者と地域と協力した避難を実施し

ております。これも御存じかと思いますが以上報告しておきます。それからあと１点ございました。大変あ

りがたいことにですね、地震それから不審者等につきましては、やはり地域の方々が子供たちを見守るとい

うことで、朝方一緒に登校してもらっております。これにつきましては、ちょっとしたことに対してもすぐ

に行動ができるということで大変感謝しております。ありがとうございます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。今教育長から、学校では充実した防災教育をしていただいてい

るっていう報告がございましたが、ぜひ子供たちに今度は先生になっていただき、各家庭でも防災教育に関

わっていただければと思います。８月３０日から１週間、防災週間が設けられましたが、活用して防災意識

の向上はあさぎり町では図られたんでしょうか、お尋ねします。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。あさぎり町の防災週間８月３０日から９月５日、これはもう毎年国の習

慣とあわせて条例で定めているものでございます。本年度につきましては、７月豪雨を受けたまだ被災の傷

跡が残っている中での週間でございました。防災の日に事業等ができることはありませんでしたが、全戸配

布といたしまして、まずは情報をやはり入手してほしい、そして避難するタイミングを自分でやっぱつくっ

てほしい、ですからそれぞれで避難スイッチを入れてくださいという、これは御案内でございましたがとい

うチラシを全戸配布させていただきました。その後、今回の台風１０号の襲来となったわけですが、やはり

７月豪雨もあってか報告いたしましたとおり相当の方が避難をされました。やはりリスクに対する恐怖感と

いいますか、災害に対する意識はやはり７月ごろからは相当に上がっているものと考えているところでござ
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います。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。回覧で回ってきまして、各戸お取りくださいと書いてありまし

て、結構皆真剣に今回は読んだような気がいたします。また、１年に１回と言わず、春夏秋冬とそれぞれの

時期での災害も変わってまいりますので、町民への啓発という意味で、私はまたこういうお知らせをですね、

随時出していただきたいと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。防災週間をやはりそのテーマとして取り組んでおります。しかしながら

何回も今日は出てまいりますが、８月から危機管理監が就任いたしました。９月３日には自主防災組織の連

絡会議も危機管理の危機管理監の説明のもと進めてまいりました。今後もいろんな形で危機管理監が中心と

なって自助共助についての教育といいますか、支援活動は行っていきたいと考えているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい、私も午前中に橋本危機管理監とお話をしましたら、どこでも読

んでください。僕はどこにでも行ってみんなとお話をしますと、非常にフットワーク軽くお答えいただきま

したので、こういう情報もですね、町民の皆様にお伝えしていけばいいなと思っております。３番の避難所

施設、被災者対応の充実についてっていうことです。７月の災害に続き、今回９月の台風１０号、水害の対

応で私たちは避難をいたしました。その中で１番感じたこと、それはいずれも町の対応の早さでした。担当

職員の皆さんの避難所での対応、職員の中には小さいお子さんがいらっしゃる方、そして高齢の親御さんを

抱えた人もいらっしゃったわけですが、しっかり町民全体の避難活動に取り組んでいただきました。本当に

感謝申し上げます。７月災害時より、今回の台風１０号時と避難所設置については、開設運営が非常にスム

ーズになってきたと避難者として実感しております。しかし、コロナ対策について、ソーシャルディスタン

ス、パーテーションの設置等、より安全性の取り組みについて今後どうしていかれるのかの現状についてお

伺いします。 

◎議長（徳永 正道君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（山内 悟君）  はい。７月の豪雨のときはですね、コロナ対策ということで、大きな施設、

例えますと上地区でありましたら上総合体育館、免田地区は免田地区の体育館、岡原もみじ館それぞれ大き

い施設を避難所として場所をつくりました。その中でのソーシャルディスタンスといいますか、パーテーシ

ョンもそうですが、避難者の方がですね、どれくらい来られるかがまずわからなかったということで、ある

程度こう長期的な避難者がですねおられる場合は、人数を見てパーテーションについても準備をする計画を

今後はですね立てていきたいというふうに思っております。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。今回私も参考になりましたのは、須恵の文化ホールの体育館ス

ペースですね、自分ところの簡易テントを持ち込んでされてて、ここだともうほんとにこの人たちはこのス

ペースだっていうのが非常にわかるので結構ディスカウントあたりにもあるので、これも一つの使い方なん

だなというのを自助の中でですね、使えるのがあるなっていうのを私も感じております。私も今回質問に関

しては、７月豪雨ということでしたが、避難場に関して実は私今回また３点ほど気づきがありましたので、

また次に生かしていただきたいと思い、ちょっと御報告いたします。受け付けをしていただくときに、利用

者の区分分けを最初からしておくと夜助かるなと思ったことがありました。御高齢の方は非常にトイレが近

い方もありまして、一晩中御手洗に行かれていた。そういう方たちのために、最初からトイレの近くの場所

を案内する。そして赤ちゃんをお持ちの方がどうしても夜中に夜泣きをすると、近くの人が赤ちゃんの声で
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眠れないと、今回の文化ホールでは、子供たち用の場所の確保をしていただきましたが、そういう点の配慮

も最初からしといたらよかったかなと。あと簡易ベッドも準備していただいておりましたが、最初から立ち

上がり困難な方を要介護者ということで、受付の段階からチェックをしておくとスムーズに移動ができるの

ではないかという点がありましたが、今後に活用していただけるでしょうか。副町長お願いします。 

◎議長（徳永 正道君）  副町長。 

●副町長（加藤 弘君）  今回の豪雨の避難につきましては、まず町長のほうから指示がありまして、梅雨に

入る前、多分５月位だったと思いますが、人吉球磨の中でもいち早く避難所のコロナ禍の中での大雨等に対

する避難については、いち早く取りかかりました。職員を早くからですね区分けをしたり、簡易ベッドとか

いろんなものを間隔とかですねいろんなものを受け付けの内容から実は早くから取りかかってまいりました。

さっきお言葉いただきましたように、多分あさぎり町はスピーディーにですね、うまくできたんじゃなかろ

うかと思っております。これは自信持っております。今日先ほど今ですね、また３点ほど御指摘いただきま

したアドバイスといいますか、この点につきましては、本当に実際今回体験してみてですね、本当に必要な

ことだなということで思いましたので、今後また避難あたり対策本部あたりと打ち合わせましてですね、参

考にして取り入れさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

◎議長（徳永 正道君）  この加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。前回は球磨川の増水がありましたので、須恵文化ホールのほう

にはいきませんでしたので、免田の生涯学習センターのほうに行きました。そのときは気づかなかったんで

すが、今回須恵文化ホールに行きましたら、非常に今までもですねネットがつながりにくいというのはあっ

たんですが、Ｗｉ－Ｆｉルーターはあるんですが電波がなかなか届かない。皆さん携帯で台風情報を収集さ

れるわけですが、いつまでもしばらくお待ちくださいの状況でつながらないという現状があっております。

ぜひこの後他の議員のほうからＷｉ－Ｆｉルーター、そして、ネット環境については質問があると思います

ので、後半の議員さんにつなぎたいと思いますが、あわせて非常用電源の確保について町のほうはどうされ

ていらっしゃるでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。非常用電源につきまして、今具体的な施設名を挙げていただきました須

恵文化ホールにつきましては、本庁舎等が何かあった場合の第２庁舎的な役割も持たせておりますので、自

動的にスイッチが入るといいますか、発電機を設置しております。本庁舎も同様な取り扱いでございますが、

他の避難所となりうる施設につきましては、そういう発電機を常設しているところはございません。ただ、

避難所について停電はいうに想定されるリスクでございますので、しっかりと発電機、移動式の発電機をす

べての施設に対応するように整備をしているところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。実は北海道地震のときに、皆さんスマホの電源切れということ

で通信手段が途絶えたっていう事例が発生しております。今後は水、食料にプラスして電気も配備というこ

とで、ライフラインの強化というのは必要ではないかと思います。乾電池も含めた電気に対して、先ほど非

常用電源についてはお伺いいたしましたが、その対応ですねについての備品の状況も今後は計画をお願いし

ていければと思います。あわせて、ＩＰ電話っていうのが各公民分館にございますが、実は活用について余

り活用がされていないという現状があります。話を聞きましたら、区長さんには使い方は説明してあるとい

うことですが、区長が使われた事例はなかったような気がいたします。ぜひこれも町の重要な情報共有のツ

ールですので、使い方についても御検討いただきたいと思います。被災者という点では、断水による被害も

入ると思うのですが、今回給水車を来ていただいて給水をしてありますが、学校、こども園、保育園の対応
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はどうだったでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。非常用発電の件なんですが、確かに情報を入手するための携帯電話、ま

たはスマートフォンの充電につきましては重要なものとは認識しております。先ほど移動式の発電機という

ことで準備はしておると申し上げましたが、すべての電源を賄うための賄う容量はないものでございます。

必要なものに対しての発電を行うものでございまして、当然携帯等の充電にも対応をすべきとは考えており

ますが、まずは必要な灯であったりというものに対応する手段でございます。よって、避難所を開設する際

に、早目の避難を呼びかけます。その際には、やはり自らでそういう携帯等の充電はその際に充電満タンに

しておいていただく等のお願いをしているところでございます。あとＩＰ告知、ＩＰ電話につきましては、

今回の台風１０号につきましては相当に大きい台風でございまして、事前からその危機感について呼びかけ

がございました。よって、前に行いました自主防災組織の集まりの中で、当然地区の区の避難所として公民

館を開けることも想定されていらっしゃいました。その際には必ず開設した、何人こられているということ

を連絡いただいくようにお願いしたところでございます。しかしながら、お持ちの携帯電話から連絡をいた

だいたことが多々ありましたので、その際にはＩＰ電話を使っていただくというものを再度その使い方も含

めてそこにいらっしゃる方がすべて使えるような方法をとっていきたいと感じております。以上でございま

す。 

◎議長（徳永 正道君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（山内 悟君）  はい。今回の豪雨で特に岡原地区につきましては断水が発生したということ

であります。保育園等もありますが、保育園につきましては非常用のペットボトル等を持ち込みました。ま

た給水用のタンクを準備してですね、それらを持ち込んで水として使っていただくように配置をしたところ

でございます。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  教育長。 

●教育長（米良 隆夫君）  学校のほうはですね、今回の７月豪雨につきましては、いろいろな断水等の報告

がございましたので、直ちに町内小中学校に連絡を入れまして、水の出る具合いといいましょうか、出るの

か、それから濁ってないのか等を直ちに調査をいたしました。その中で３校ほどがやはり濁るということで

したので、ただちに給水をお願いいたしまして、そして水のペットボトルをいただきました。なお給水車の

ほうにも学校のほうから出かけていって、タンクでまた入れて持って帰るということもいたしました。それ

からトイレ等もですね使用状況も尋ねまして、そういうような排せつ物等に対する対応はどうかということ

も尋ねまして、そういうのも一応いろいろ給水等を活用しながら対応したところでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山委員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。水害だけでなく安心安全な水の確保っていうのはですね、ライ

フラインの中で非常に重要になってきますので、継続した対応をお願いしたいと思います。もう１点、避難

所被災者の方の今アレルギーのある方が増えてきているわけですが、非常食保存食において、アレルギー対

応の食材のほうは御検討されているでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。備蓄しておる非常食につきましてアレルギー対応は行っていない状況だ

と思います。当然、その品目のパッケージにはどういうものが使われているというものは表示してあります

が、アレルギー対応にはまだ至ってないというところだと思っております。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。今小学校・中学校の給食においてもですね、アレルギー食って
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いうのは別に管理栄養士さんを置いて対応していただいているということもございます。ぜひそういう情報

をですね有効に使っていただき、子供たちも避難してくるかもしれませんので、そういう方たちにも対応で

きる姿勢というのは必要ではないかと思います。あわせて先ほど総務課長が充電についてですね、放送でも

しっかり充電して来てくださいっていうのが今回も放送がありましたが、自助の中で、普段からそういうも

のをちゃんとストックしといてくださいっていう町民教育、住民教育っていうのもですね、必要になってく

るのではないかっていうのも考えております。しかし今回の被災者の方について１番私が今から心配してい

るのは、何よりも体と心のケアです。発災後大型の災害ごみの片づけ、そして床下の消毒、皆さんバタバタ

で何も考える時間がなかったわけですが、今片づけが終わっている状況の中で、実はまだ畳も入っていない

家、まだ床がむき出しの家があります。片づけ時には目やにが出て、そして皮膚の疾患が出て病院に行かれ

た方もかなりたくさんいらっしゃってます。なぜ心のケアが必要かっていうと、実は建物に関しては火災保

険は掛けているけれど、風水害の保険をかけていなかったっていうところが非常に多ございます。これから

再建に向けて頭が痛いと。考えると眠れない、眠れないから体調が悪くなるということが起きております。

安心して住み続けるためには、金銭的な支援も必要ではございますが、不安に対する心のケアにどう取り組

むのか。ここについては町だけでは対応はできないと思いますが、町の継続的なケアについてのお考えはど

うなっているでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（松本 良一君）  はい。今回の７月の豪雨の際にですね、被災された床上床下浸水された方

につきましては、保健師、それから管理栄養士等で巡回を行いまして、できる限りの支援は行ったところで

ございます。その後まだ継続的にまだ御支援のほうさせていただいておりますけれども、そういったメンタ

ルヘルスの面とかですね、そういったところがまだ十分に回復されてない方もいらっしゃるというようなこ

とを聞いております。今後も継続してですね、御支援のほうをさせていただきたいと思っております。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい、我が家にもですね、保健師さんが甘酒を持って来てくださいま

したので、まだその甘酒は飲まずにとっておりますので、そうやって役場のほうでも回っていただいており

ますが、ぜひ次のステップとして、地域でのこう支え合いっていうこともですね、御指導いただければと思

います。１番の激甚災害指定についてです。早期の復旧に向けての取り組みとして、８月の３１日の全協で、

国からの支援があるということの説明がございました。再度町として具体的にどういう取り組みをしていた

だけるのでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（船津 宏君）  はい、企画財政課です。今回豪雨災害によってですね、国の激甚災害指定が

なされたことは、先の農林課長のほうから答弁があった際にですね、８月２５日付けで激甚災害の指定を受

けております。激甚災害指定にされた際にはですね、通常の災害の補助率のかさ上げがございまして、公共

土木施設災害復旧事業等について８３％、農地に関しては９６.３％、農業用施設については９８.４％、林

道については９２.２％、それから小規模災害に関する、通常４０万円以下と言われているものに関しまし

ても、起債の小規模事業債というのが借りることができまして、それについては交付税の措置があるという

ふうな内容となっておるところです。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい、実はこれは今回の災害について、国のほうから支援があるとい

うことを聞きまして私とすれば私有地に関しては各個人個人で今対応していただいております。個人の自宅

前のですねおうちの裏山が崩れてきたけれど、それは個人だから個人で話し合って対応してください。自宅
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入り口の土砂が崩れているけれど、それも個人の所だから、個々人で対応してくださいと。個々人でできる

ものではないっていうところが非常に多ございます。今回の台風でもまた自宅前の目の前が崩れていく、し

かしそれは私有地だからどうにもできない。怖いです。私は町として今回町がするべき部分を国が応援して

くださるんだから、町独自としてその方々にも支援が必要ではないかっていうのを痛切に感じておりますが、

いかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。私も災害がある程度落ちついた時に、災害に遭われたところを中心に回りま

した。その中で裏の傾斜地が崩れてブルーシートをかぶせておられました。そういうことに対して町からの

支援をもらえないのかというような声もいただきましたが、現行では私有地に関しての支援は何も今のとこ

ろ、国からも県からもそういうふうな支援策は盛り込まれておりません。ですので、そのことについてはで

すね、一応今後土砂災害等の警戒区域については、予防という面からですね、やはりそういう所に対しては

安全策をとっていかなければならないのではないかと。そういうことで、町の予算だけではかなりなまた予

算を使います。行財政改革を進める中で、必要な所はやっていかなければなりませんが、国県とやっぱり連

携しながらですね、今現在の災害復旧を兼ねながら次の災害に備えた強靱化、そういうものが必要ではない

か、そういう観点からやっていかないと道が開けてこないんじゃないかと考えてます。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。今回は私の地区でしたが、誰も明日自分がその立場になるかも

しれません。そう考えた時に、私は被害に遭った人間として、そしてそういう地域の方たちの声を聞いた立

場として、町として耳を傾けていただきたいという思いで質問しております。４番目、災害ボランティアを

含めた各種協定の再構築について。今回必要な物資が必要な時に届かなかった。いえ、届きにくかったとい

う課題が見えてきました。ボランティアセンターでは、コロナ感染症対策により、町内のみのボランティア

募集となりました。中高校生にとっては貴重な体験になったと思います。また、来ていただいたということ

で、未来の若者の笑顔に元気が出たという声もありました。しかし、大型の災害ごみの搬出、車の運転、人

手が足りない状況は続いておりました。仮置き場設置期間の延長ということで、地域の人の知人、友人の支

援、そしてそれぞれのボランティアの応援でどうにか片づけは進みましたが、現在町が結んでいる災害時の

応援協定っていうのはどういうものがありますか。 

◎議長（徳永 正道君）  総務課長。 

●総務課長（土肥 克也君）  はい。地域防災計画の中に掲げておる災害時の応援協定についてですが、協定

を結んでいる件数は４６件ございます。その内容、協定の内容でございますが、物資協定があり、まず物資

協定が数社と協定をしておりますし、自治体間の相互応援ももちろんございます。それと福祉避難所の協定、

一般廃棄物の許可業者に関する協定、医療衛生に関する協定、消防相互応援に関する協定、特設公衆電話の

設置等に関する協定、このようなものをに計４６の協定を締結しております。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい、先ほども申しましたが、今回は町としての対応がスムーズにい

ったので、余り協定を結んでいらっしゃる方たちを町なかで見かけたっていう記憶がございません。ただ明

日は岡原、明日は深田、明日は上村で災害が起きてもおかしくない状況ですので、それを考えた時に私はこ

の大きな外部との協定に合わせて、広い意味でのボランティア活動の充実っていうのも必要になってくるの

ではないかと思います。物資を取りに行けない人の所に届けてあげる。必要な人数を集めてきて、また町に

つなげるというボランティアも今後必要だと思いますが、第４次あさぎり町保健福祉総合計画の中にもこの

ボランティア活動の充実という項目がありますが、具体的な町の取り組みはどういう形になっているでしょ
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うか。 

◎議長（徳永 正道君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（山内 悟君）  はい。今回の豪雨被害につきましては、災害のボランティアセンターにつき

ましては社会福祉協議会とですね、協議をしながら開設をしております。７月７日から７月の１９日までと

いうことでしたけれども、今後の災害に向けたボランティアセンターの計画につきましてもですね、社会福

祉協議会と十分協議検討しながら計画をしていくということになります。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい、今回の質問は何か私のほうから一方的な要望というような感じ

になってしまっているのではないかという危惧がございますが、現状についてみんなで共通理解していくこ

とは私は大事だと思っておりますので、ぜひボランティアについての考え方っていうのもですね、担当課だ

けではなく、皆さんで考えていって知恵を出していただけるんではないかと思っております。またあわせて

ふるさと納税、これの活用というのもですね災害支援という項目がございますが、今回サイトを見てみます

と、人吉球磨村の支援が非常に多うございました。その中であさぎりは非常に下のほうに順番が出てくる状

況でした。その中で、多良木町が結構多かったサイトがありました。何でだろうと思って見ましたら、自動

車学校が水没したっていうのを前面に出してあったので、これは大変だということで多良木のほうの応援に

入ったという方が私も知り合いの方がいらっしゃいましたけれど、ぜひあさぎり町もその安全な飲み水の確

保であったり、主流河川の堆積土の撤去とか、これがないとほんとにみんな幸せになりますみたいな町とし

てアップ記事の工夫も必要ではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  多良木が多かったのは私も確認してますが、その理由は今初めてお聞きしました。

そういう意味でですね、あさぎりも水道施設に通ずる林道とかいろんなところで激甚な災害を受けているわ

けですが、なかなかやはりマスコミが捉えてくれる、捉えにくいところの災害と捉えやすいところの災害と、

やっぱりマスコミ関係者の人たちも、やっぱりニュース性のあるところにそういうカメラとか写真を向ける

んじゃないかと思います。その辺のところは難しいところだと思うんですが、でも情報発信というのは必要

ですからですね。危機管理監のもとでもちゃんと広報担当というのが今までももちろんあったわけです。国

県からの聞き取りとか、あるいはマスコミからの聞き取りに対して対応する広報係は今までもいたんですが、

今度はもっとそこをきちんとですね対応できるように、そしてまた逆に情報を発信する。そういう意味の広

報担当もやはり強靱化していかなければ、組織を強くしていかなければならないというふうに考えてますの

で、今いろいろと加賀山議員のほうからアドバイスをいただいてることをきちんと私たちも捉えまして、今

後の検討、それから対応に生かしていきたいと思います。ありがとうございます。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。多良木町で自動車学校の水没っていうのを言いましたけどもち

ろん槻木の状況のもあるのはあるっていうのはありますが、はい、実は避難所の問題点の対策については役

場内でも会議を定期的に今していただいておりますし、検証していただいていると思います。しかし役場の

皆様の聞き取りだけではなく、直接被災された方の声の拾い上げ、そして全国で活躍してノウハウを持って

らっしゃるボランティア団体との意見交換、そういうのも今後必要だと思いますがいかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、そういう働きかけは町民の方からいただいております。先日もですね、長野

県の例の千曲川の災害があった、ちょっと町名がちょっと出てきませんが、それもそこも東北大震災でそう

いう組織を立ち上げられて、そして、地元の千曲川の災害でその組織が活躍したというか、ボランティア活
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動をされたということで御紹介いただきまして、その代表の方はお寺のご住職ですけれども、Ｗｅｂ会議で

ですねいろいろお話を聞かせていただきました。その中で、このあさぎり町でも対応をできるようなそうい

うボランティア活動だなということで今私は受けとめてるところです。その後今度台風が来て、そのことが

そのままで進んでおりませんが、要するに、災害が発生した後の活動の訓練、そういうものをやっていった

らどうかというようなそれは組織でした。またこのあさぎり町にも大体の県外の方は、今度の災害復旧には

これませんでしたが、やはりそういうノウハウを持った方は、それぞれですね、県内のそういう組織の方に

いろいろ物資の支援とか、あるいは家の中の土砂の片づけ方の手順とか、そういうものをレクチャーされて

るような組織にも私も紹介されましたので、そういうふうなボランティア組織、そして日ごろからのそうい

うふうな万が一のときの訓練、そういうものは必要ではないかと考えております。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。阿蘇から長野から遠いのでＷｅｂ会議しかできませんが、私も

お世話になっております南阿蘇の助け合いロハスのメンバーであればすぐそこですので、ぜひ直接ですね指

導を仰げればっていう場面が非常に多ございましたので、前向きに検討いただきたいと思います。次の質問

に移ります。マイナンバーカード普及に向けての町の考え方について伺います。マイナンバー通知カードが

５月２５日に廃止されました。新型コロナウイルスの緊急経済対策として、１人１０万円の特別定額給付金

の申請時にマイナンバーカードのオンライン申請が話題となりました。昨今のマイナポイントのテレビＣＭ

等で注目を集めておりますが、町において普及率はまだまだ低いと思われます。今後町としてはどう取り組

んでいかれるおつもりでしょうか、お伺いします。 

◎議長（徳永 正道君）  町民課長。 

●町民課長（深水 昌彦君）  はい。ただいまの御質問にお答えいたします。まず現状から御説明を申し上げ

ます本町の８月末現在での交付状況としましては、２,２３９件、あさぎり町の７月末のですね人口に対す

る交付率としましては１４.８％。熊本県の７月末の交付率が１８.９％、全国では１７.５％となっており、

確かに議員言われるように交付率は決して高くはございません。普及率としましては７月末で県内では３０

万名となっております。しかしながらですね、議員が言われたとおり、コロナ関連の１０万円の給付や、マ

イナポイントの影響もありましてか本年の４月、すいません。昨年の７月から昨年の４月からですね４月か

ら８月までのマイナンバーカードの交付枚数が６７枚でした。本年４月から８月までの交付枚数が４６８枚、

大きく伸びております。周知としましてはですね、広報や区長会での啓発、吉井地区からは説明を来てくれ

ということで、そちらでは直接サロンにお伺いして説明を行っていたところです。今後も、広報やあさぎり

ナビなどを通じてですね積極的に周知を行っていきたいというふうには考えております。特に来年度からは

マイナンバーカードがですね、健康保険証として利用できる制度がスタートすることや、高齢者の自動車の

運転免許証の返納によるそれに伴います身分証明書として使えますということを、取得の推進のそういった

ことを含めて推進をしていきたいというふうに考えております。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。今町民課長のほうから説明いただきましたが、昨年の６７枚か

らすると４６８枚っていうのは非常な増加ではないかなと思いますが、実は私は２７年の９月、マイナンバ

ー制度が開始する前に質問いたしました。そのときに１番心配をしておりましたのがデメリットの部分です

ね、セキュリティ面に関する不安が町民の方にある、それについてですね、町のほうで心配要らないという

ことをですね、ちゃんとこう伝えていただければ、もっと増えるんじゃないかなっていうのを感じておりま

す。あと先ほど免許の返納者についても身分証明書としてっていうことがありましたが、実は未成年の方も

ですねこれで身分証明になるっていうのもありますので、町としては今後マイナンバーカードを推進してい
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かれるというのであれば、もっともっとですねＰＲをしながら進めていっていただきたいと思うのですが、

いかがでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町民課長。 

●町民課長（深水 昌彦君）  はい。平成２０年の議員からの一般質問の内容につきましては議事録のほうで

確認をさせていただきました。その中でですね前町長も前課長もですねこういった情報の取り扱いについて

は国のほうもしっかりとしたセキュリティーを持って対応しているという回答がなされております。今回も

ですね、私のほうでも一応確認をさせていただいたところですね、国としてはマイナンバーカードに対する

ひもづけをいろいろ考えてあるみたいで、それに伴ってセキュリティのほうもしっかりとやっていくという

ふうに示されておりますので、それをしっかりと信じて、また周知を行っていくっていうところで考えてお

ります。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  加賀山議員。 

○議員（４番 加賀山 瑞津子さん）  はい。実はコンビニ交付サービスっていうのがあるわけですけれど、

調べましたら、球磨郡市では人吉だけで、郡内はまだ全然契約ができてないという状況ですので、できまし

たら推進されるのであれば、そのあたりを郡の中でいち早くですねひも付けていうか、コンビニ交付ができ

るようにしていただければ、若い人も対応していくのではないかという気がいたします。マイナンバーポイ

ントについては、まだまだ町民の方の中には不安があるっていう声も聞きますので、先ほど課長のほうから

ありましたように、ぜひ町民にとって便利なものであるというのであれば、そこをしっかりですねお伝えい

ただいて進めていただきたいと思います。これからのまちづくりについて、今回は災害について、全部の議

員が今日質問する、今日明日明後日質問する議員からたくさん出ると思いますので、後の議員の皆様に思い

を託したいと思います。本日は２点質問いたしました。またこれからも進めていっていただきたいことを伝

えていけたと思いますが、最後に町長の思いをお伺いして終わりたいと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、いろいろと提案いただいてありがとうございました。私も災害の発災の時に

は役場を離れるわけにいきませんので、発災の時、またその後は庁舎に缶詰の状態でいろいろと情報を聞き

ながら判断すべきところ判断しているわけですが、そのあとはできるだけ災害に遭われた方、被災された地

域を回るようにしております。それで今加賀山議員が言われた一つ一つも私はもうそういう意味で十分納得

のいく話です。今後の対策、防災、それから復興に向けて今回の議員の提案を真摯に受けとめまして活用さ

せていただきたいと思います。ありがとうございました。 

◎議長（徳永 正道君）  これで４番加賀山瑞津子議員の一般質問を終わります。ここで１０分間休憩をいた

します。 

 

休憩 午後３時４７分 

再開 午後３時５６分 

 

◎議長（徳永 正道君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に、１番、小谷節雄議員の一般質問で

す。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  議長。 

◎議長（徳永 正道君）  １番、小谷節雄議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい。、１番小谷です。本日は一般質問の初日でもう既に３名の方々が災害

問題等を中心に質問をされております。私も重ねてになりますが、今年度の例年にない大きな案件の一つ、
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コロナ関連で質問をさせていただきたいと思っております。新型コロナウイルス感染症が国内でも蔓延をし

始めましてから社会活動、経済活動に甚大な影響を及ぼし始めましてからもう既に半年が経過をしようとし

ております。その間、この人吉球磨地域を始めとして、合わせて全国各地の甚大な豪雨災害がこの日本列島

をこうむったわけでございますが、あわせて、先日来の連続した台風の接近等もありまして、今年はコロナ

とまたあわせまして、自然の猛威を改めて実感をさせられている日々であります。その間に亡くなられまし

た方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆様へのお見舞いを申し上げたいと思います。私

ももう非常に近い関係の人材が被災をした関係もありまして、延べ２０日間ほど被災地に入ったわけでござ

いますが、その間私感じましたことは、復旧復興の困難さ。そういったものを考え、また将来のことを考え

る中で気が遠くなるようなその道のりを自分自身で多少立場異なりますが身をもって実感し、あわせて私ど

もの務めを改めて気の引き締まる思いを今感じておるところでございます。あさぎり町当局におかれまして

も、町長始めといたしまして、コロナ対策とあわせて、この災害対応に当たってこられたわけでございます

が、このような困難とも表されます緊急事態のもとでは、町部局と議会の連携は、平常時以上に必要不可欠

であり、各自治体でもそれぞれの判断のもとに、各議会一般質問中止や制限がなされたところも見受けられ

ております。本町議会でも豪雨災害前ではございましたけれども、６月定例会では町当局の人的、あるいは

時間的負担を軽減し、コロナ対応等への業務執行を側面から支援することを重視するということで、一般質

問でも自粛という対応を全議員確認のもと取ったところでございますが、一部住民の方から、議会としての

職務放棄ではないかというような御指摘もあっております。状況がそれぞれ異なるので、一概に判断するべ

きものではございませんが、緊急事態下での首長と議会の関係は、その情報量の差、時間的制約などから、

執行権者としての町の活動を支援する立場を議会としては基本とするべきだと考え、コロナ対応、災害対応

につきましても町の方向性を十分に注視しながら町が即効性を持って機動的に対処できるように支援するこ

と、そういったものを私自身基本スタンスにというふうに今回考えております。本町議会の６月定例会での

対応も、各委員会、全員協議会、本会議の議論を尽くしていく前提での一般質問自粛であり、具体的な議論

を放棄したものでもなく、一般質問への対応準備業務等から、関係職員の皆さんを開放し、その負担軽減を

図ることが最終的には公共の利益にかなうものであるとの判断でございました。また、今回の台風１０号接

近により、本定例会も同様の趣旨により、開会を１日遅らせるという対応をとったところでございます。こ

のような議会としての対応の趣旨は、議会だより等でもお知らせをしているところでございますが、町民の

皆様方の御理解を得るために、あえてこの場をかりまして、私１議員の立場でございますが、ここで再度触

れさせていただいたところでございます。そのような度重なる災害対応と同時に、いまだ収束の道筋も見え

ないコロナ禍の中での初めての冬、冬期を迎えようとする中で、今回同時流行が心配されておりますインフ

ルエンザ等の呼吸器系疾患予防について、今期は特に重要であると言われておりますけれども、例年とは異

なる状況にある本年度におきまして、町の対応につきまして、私自身よく見えてこなかったため、今回の一

般質問ということになったわけでございます。以下本題に入ります。インフルエンザワクチンの需要と供給

の見込みにつきましてでございますが、まず最近のインフルエンザや、あるいは同様の呼吸器系疾患でござ

います肺炎球菌ワクチン予防接種の対象者あるいはその実績等につきまして御報告をいただければと思いま

す。子供さん方を対象としたものを始めといたしまして、予防接種の他にもるるあるわけでございますが、

呼吸器系疾患の予防接種として助成措置があるものということでの視点から、この２点につきましての２種

類の予防接種につきましてのわかる範囲での近年の実績をお知らせいただければと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  コロナ禍でのインフルエンザ、もうこのことについては非常に皆さん御心配なとこ

ろです。またマスコミ等でも早々に取り上げておられるところです。先ほどの加賀山議員の質問の中にもあ
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りましたように、コロナ禍での避難生活をどのようにするかということで、そのことももう事前にいろいろ

と担当課がほんとに複数の課が集まって対応をしてきました。その結果ある程度成果があったのではないか

と思ってます。コロナ禍でのインフルエンザ対応につきましても、あさぎり町内、それから多良木公立病院

の院長も含めて、医療連携の会議の中でいろいろと先生方の御意見も伺っておりますので、担当課長より説

明をさせていただきます。 

◎議長（徳永 正道君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（松本 良一君）  それではインフルエンザ、それから肺炎球菌の実績につきまして、これは

町が助成対象としております６５歳以上の高齢者につきまして、その接種率等につきまして御説明いたした

いと思います。インフルエンザにつきまして、過去５年間の対象者数につきましては、おおむね５,５００

人前後となっております。それから受診率につきましては、５６％から５８％台というようなところで推移

しております。接種者につきましては３,０００人から３,３００人程度というような実績でございます。そ

れから肺炎球菌につきましては、平成３０年度までは１,２００人前後が対象となっております。これは６

５歳から５歳刻みの方が対象になるというようなことになっておりましたので、数は１,２００人前後が接

種の対象者でございました。その中で受診率としましては、６３％から６８％、ぐらいで推移しております。

接種者につきましては、多いときで８８８人というようなこととなっております。肺炎球菌につきましては、

平成３０年度までで５年間のワンサイクルが終わりまして、平成元年度からは第２巡目に入ります。これは

それまでに肺炎球菌の予防接種を受けられなかった方、それから受けなかった方を対象にいたしております

けれども、この対象者の方が５８２人で、受診率が４４.３％。接種者は２５８人というようなことになっ

ております。以上でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  御報告をいただきました。おおむね６割前後というふうに今御報告を聞いて

認識をしたわけでございますが、この接種率はあくまでも町としての助成対象の皆さん方ということで、こ

れが全住民を対象とした場合にですね、接種率なかなか把握できないだろうと思いますが、先ほど言いまし

たように今回のコロナ禍の中でのインフルエンザ流行については大変国も危機感を持っているようでござい

ますが、その中で、これはマスコミ報道の中でも私情報ですので、正確かどうかわかりませんが、今期のイ

ンフルエンザワクチンについては、およそ６,３００万人分が確保されているというようなふうに聞いてお

ります。これ単純計算でいきますと２人に１回というかですね、要するに半分の確か全人口とした場合には

接種できないというような数字のようにございますが、今回この新型コロナウイルス感染症とインフルエン

ザの関係についてもこれもちょっとある医療関係の方に聞きますと、こういったコロナ対策進むとインフル

エンザ流行も抑えられるのではないかというような話もあるようでございますし、また何ていうんですかね、

相互干渉というんですか、ウイルス同士の何か相互の作用で両方が同時に大流行することはないんじゃない

かというような話も、これどこまでの真偽かわかりませんが、いろいろ聞いたりをします。ただし、でもイ

ンフルエンザワクチンは今年に限っては、きちんと接種したがいいよというのが医療関係者の方から聞く範

囲ではもう間違いなく統一した見解のようでございます。そういった中で、住民の皆さんがそういった認識

が高まりますと当然、任意の予防接種を含めまして、要望が、接種を希望される方が増えるわけでございま

すが、そういった中での需要供給との関係で、供給が逼迫するのではないかというような懸念も一方である

ようでございますけれども、なかなかこの見通しは難しいとは重々承知しておりますが、本町あるいはこの

当地域でもですね、そのワクチンの需要と供給の関係の見込みというのがもしある程度見込みが立っておる

ようでございましたら、御報告をいただければと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  健康推進課長。 
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●健康推進課長（松本 良一君）  このワクチンの見込みにつきましては、議員がおっしゃったようなことで

ございますけれども、厚労省の発表としましては、昨年度より７％多い量の供給っていうことで、６,３０

０万人分ぐらいの見込みというようなことになっております。ただワクチンの製造業者に対しましても増産

を依頼しているというようなことも書いてありましたけれども、ワクチン製造にはかなり時間がかかるとい

うようなことも言われております。そういったことで、救急に増産ができはしないのではないかというよう

なことで考えております。以上でございます。 

◎議長（徳永 正道君）  小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  今も課長からございましたとおりワクチンの増産も難しいということで、当

初の見込み６,３００万人分で地域にどれだけの供給があるかという問題はあるんですが、最初申し上げま

したように、呼吸器系疾患は、コロナとの絡みでややもすると命取りにもなりかねないようなこともあるわ

けでございますから、私としては、本年こういった状況の中でありますとインフルエンザ予防接種について

は、住民の皆さんに接種の勧奨というものを強力にすべき年ではないかというふうに思っております。具体

的に、費用助成の申し込みのお知らせにつきましてはですね、これは高齢者の方を前提のようでございまし

たけれども、広報紙やあるいはあさぎりナビ等で知ることができておりますけれども、現時点で町とされま

してはそれ以上の予防接種の勧奨、対策は取られないのかということをお尋ねしたいと思います。厚労省や

あるいは日本感染症学会の提言等によりますと、この冬はですねこの同時流行を最大限に警戒をして、医療

関係者や高齢者ハイリスク者、小児等について予防接種を強く推奨するというようなことがもう早い段階か

ら出されております。国や県から町への通知等あるいは指導・助言等につきましてですね、この予防接種の

勧奨につきましてはどのようになっているか、あわせましてお知らせをいただければと思います。 

◎議長（徳永 正道君）  健康推進課長。 

●健康推進課長（松本 良一君）  インフルエンザの予防接種につきましては、これまでホームページとか町

の広報あさぎり等でも掲載しております。申し込みにつきましては９月１日から１０月１６日までというよ

うな期間を設けまして申し込みを受け付けております。接種期間につきましては１０月１日から１２月２８

日までまでとなっております。そこで対象者が高齢者というようなことでですね、なかなかホームページ等

が見られない方が多いというようなこともありまして、勧奨対策としましては、高齢者のサロンであったり、

保健師等が出向いております出前講座とかですね、あと本日から複合健診のほうも再開いたしております。

こういったところでですね、積極的に高齢者の方に接種勧奨のほうを行うようにいたしているところでござ

います。国の対応ということですね。はい、国につきましてはやはり１番重症化が心配される高齢者、それ

から医療従事者にをまず最初に言う最優先というようなことで、１０月の前半には接種していただくように

呼びかけるというようなことにしているようでございます。そのあと基礎疾患がある方とか、あと子供さん

ですね、これ小学校低学年ぐらいまでとなっております。それから妊婦さんですね、そういった重症化が心

配される方をその次の１０月中にというようなことで書いてありましたけれども、できるだけワクチンが不

足するし始める前にですね、接種していただきたいというようなことで、国のほうでも勧奨を行うことにし

ているようでございます。 

◎議長（徳永 正道君）  小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい、私が知りえている範囲では１０月ぐらいから高齢者等、そういったあ

るいはハイリスク者順次その接種を開始していくというようなふうに聞いておりますけれども、そういった

国が定めると言っております高齢者ハイリスク者等以外の一般の方々も、先ほど言いましたように希望され

る方が増えるかもしれません。そういった場合に予防接種希望者が殺到しまして、予防接種を受けるために

医療機関が混乱するようなことももしかすると考えられるかもしれない。あるいは逆に予防接種率が向上せ
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ずに、実際の流行期になったときに、インフルエンザが発生が流行し、そしてそういった今のコロナ禍の中

での医療機関の同時流行ということでの混乱、そういったものもまた逆のというか大きなリスクがあるよう

に感じております。あるいは先ほどから触れておりますとおり希望者に対応できるだけのワクチンの確保が

できるかどうかそれもまた疑問であります。あるいは同時感染リスクを恐れて、他のいろんな症状を持って

おられる方々が医療機関を受診されない、それによってそのことによります御自分がお持ちの持病の重症化、

とにかく今回この冬ですね、コロナ禍という特殊な事情の中で、そういったいろんなリスクが、例年にない

ようなリスクがですね、一般の住民の方々にとってですね、発生する可能性があると。そういったことがあ

るという前提で、今申し上げておりますような今年去年までにないこういった状況の中でのインフルエンザ

予防接種というのは、取りうる具体的な方策の一つであるというふうに私は思いますし、実際そのように国

は言ってるわけですよね。ということであれば、町としてですね、通常、例年どおりの予防接種の勧奨では

なくて、もうちょっと強いというか、そういった形での予防接種の推奨を今からでも十分間に合うと思いま

すので、やっていくべきではないかというふうに私思いまして今回この問題を挙げております。その付近に

つきまして、もし町長よろしければどのようにお考えでしょうか。 

◎議長（徳永 正道君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、もうほんとに議員おっしゃるとおりだと思います。もう、町が推奨して勧奨

して、できるだけ多くの方に１人でも多くの方にインフルエンザの予防接種をしていただきたい。そのため

の広報も努めていきたいと思います。ただやはり、供給のほうが昨年の実績に対して７％しか増えてないと

いうことは、やはり製薬メーカーがそのくらいの需要しかないというような一つの読みもあるんじゃないか

と思います。やはり製薬会社もメーカーですので、売れ残った不良在庫をどうするのかということもやはり

考えながら、コロナ禍の中でそういうふうな業界の中で生産量を取り決めての７％増というところもあるん

じゃないかと思います。それからそれが業界のほうから見たときの考えですけども、そういう中で、町も医

療連携の中で、あさぎり町の医療関係の先生方にそのようなお願いをしましたけれども、去年の実績しか入

ってこないというようなお話でした。ですので、そういう中でやはりいろんな手だてをしながらですね、イ

ンフルエンザの予防接種を受けていただくように広報しながら、また数が増えるようであれば医療関係にお

願いしてワクチンの仕入れを増やしていただく、そういうお願いもしていかなければならないと思います。

またそれともう一つ、もう本当にアナログ的な考え方ですけれども、コロナと同じで、やはり３蜜を避ける、

うがい、手洗いを励行する、原始的なやり方かもしれませんが、それによって、コロナと同時にインフルエ

ンザの感染も予防していくと。そういう広報もあわせてしていきたいと思います。以上です。 

◎議長（徳永 正道君）  小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい。今町長からございましたとおり、どのようにこちら勧奨してもですね、

あるいは希望者が増えても、前提となるワクチンの供給が滞った場合にはですねなかなかそこのところに答

えることができないというような事例も出てくるかと思います。確かに医療機関のほうでもワクチンがどれ

だけ入るかということで、先ほどありましたとおり昨年度の実績云々というようなこともあるようでござい

ますが、しかしコロナ対策の中で、ワクチンの供給とかですね、あるいはもうちょっと言いますと、コロナ

のワクチンの製造の問題とか、あるいは特効薬の問題とかそういったものはもう国レベル世界レベルの中で

大きな部分の中でやっていっていただかないとなかなか一町村でどうこうするできることではございません。

しかし、そういった国が進めるコロナの対策とあわせまして、最前線の自治体として、とれる対策というの

はですね、住民の方々と日常接している我々の立場の中では、やれることは社会活動経済活動の大きなリス

クとなっている部分を減らしていくそういった町として今現在取り組んでいただく支援とあわせて、こうい

った根本的な形健康問題に関してですね、一自治体としても取れる部分が住民の方と日常接しているがゆえ
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にですね、場面というのがある。そういったものを１本の一つの方策でございますが、何べんも言いますが

インフルエンザとのですね同時流行は、阻止をしないと、あるいは最小限にしないと医療機関がこの冬大混

乱をもししたら、他の場面に物すごく大きな影響を与えてくる。それ最初のころに、日本全国で発生したと

ころでですね、医療機関のことが今検証的にいろんなテレビ番組等も出てまいりますが、この地域でこの冬、

あるいはこの冬に行かなくてこの秋から以降でもですね、コロナがまた新たに発生しないと誰も断言できな

いと私は発生する前提で物事を考えていくべきだと思っておりますので、そういった中で、このインフルエ

ンザ対応は繰り返しになりますが、やればできる範疇があるということですから、今からでもですね、これ

からでもまだこの他コロナ対策につきましては、やれることはすべてやるという前提で、当然町長も思って

いただいてると思いますが、その中の一つであるというふうに私は思っております。そのことをですね、ち

ょっと最後にちょっと強く申し上げまして、ぜひこの冬コロナがもちろん出ないことが第１でございますし、

あわせて最悪同時流行になるというような不幸な事態にならないようにですね、何とか皆さん方のお力をい

ただきながらですね、防ぐ方法をですね実現をしまして、何とかこの冬乗り切れればと思っております。以

上をもって一般質問を終わります。 

◎議長（徳永 正道君）  これで１番、小谷節雄議員の一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了

しました本日はこれにて散会いたします。 

●議会事務局長（大林 弘幸君）  起立願います。礼。 

 

午後４時２３分  散 会 


